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放送法制定をめぐる国会審議録集成 
 

（作成：醍醐 聰） 
 
 
衆議院文化委員会（昭和２３年６月３０日） 
 
○佐藤（觀）委員 今度放送法案が出ることになりまして、今までの独占的な日本放送協会が新

たに民主化されるということについては、賛成するものでありますが、御承知のように、今まで

のこういうような事業会社というものは、ややもすれば逓信省の官吏の古手が実権を握るような

危險が非常に多いのであります。そういうことに対して、逓信大臣はどんなようにお考えになつ

ておるか、その点についてまずお聽きしたいと思います。 
 
○冨吉國務大臣 ただいま御説明いたしました中に申し述べましたことく、いわゆる放送事業が

國家あるいはその他の権力にも支配されざる点に、この放送法案の大きな提案理由の一つがござ

いますところからいたしまして、今お述べのような弊害は、断じて起らないものと思うのであり

ます。殊に今御説明申し上げました通り、総理大臣が國会の承認を得まして五人の放送委員とい

うものを設置いたしまして、これがこの行政を行つていくことに相なりますので、逓信省の古手

官吏というようなものはおよそ縁が遠くなることは、佐藤君の常識をもつてごらんくださるなら

ば明瞭なることと思います。 
 
○鳥居政府委員 ただいま馬場さんの御質問に対して、放送法案をつくりました者として、技術

的な範囲内で簡單に御説明申し上げます。今の御質問はこの法案をつくります経過におきまして

も、非常に議論の出ましたところでございまして、私どももこの点は非常に慎重に研究いたしま

した。そして最後の結論は、ただいまお手もとにおまわしいたしましたような法案の形になつて

おるわけでございますが、まず第一にこの法案の目的とします事柄から御説明いたしますと、こ

の放送委員会は五名をもつて構成せられます。第一回の委員は五名全部同時に任命せられますが、

最後の附則に書いてございます通りに、任期がそれぞれ一年、二年、三年、四年、五年とこうい

うふうにわかれておりまして、以後は毎年一人ずつ交代する。こういう形をとりまして、時の内

閣が迭り、または議会の勢力分野が変りましても、この放送委員会の構成に非常に大きな影響が

來るということは、極力避けるようにしております。 
 次に最初の五名の任命ということが非常にむずかしい問題なのでございまして、今まで意見の

多くございましたのは、こういう不偏不党の公正を期する委員の任命であるから、総理大臣に一

任しないで、何か選考委員会のようなものをつくりまして、そこに國民各層の代表者にお集まり

いただいて、そこの推薦によつて内閣総理大臣が指名し、國会の御同意を得る、こういう形が一

番よろしくはないかという御意見を非常に多方面からいただきました。私どもも非常にこの案に

つきまして研究いたしたのでございますが、何分この委員は毎年一人ずつ交代することになりま

すので、こうした選考委員会が継続的な性格をもつてまいりまして、放送に対する放送委員会以

外のまた一つの組織ができる、こういう形になりまして、その組織がしかも國民の一種の代表機

関になるというような形にもなりますので、これを法律で規定することには、多少他の法規関係

と比べまして問題も出ますので、この法律の條文にはそのようなことはうたいませんでしたが、
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この法律が御同意を得ましたあと、この実施に当ります放送委員会の設立の事務に当られる部署

におかれては、ぜひただいま申しましたような意見を参照せられまして、不公平な人事の起らな

いように努力しておるわけであります。われわれもまたその意見をよく申し傳えたいつもりでお

ります。 
 
○網島政府委員 ただいまの御質問にお答え申し上げます。最初の御質問でございますが、放送

協会の監督面といたしましては、從來情報局が戰爭中にやつておりましたプログラムに対する監

督、それから施設及び事業等に対する監督、大体こういう二つにわけて考えられるかと思うので

ありますが、プログラムの監督面に関しましては、進駐軍がわが國に参りまして直後出されまし

たところの覚書によりまして、日本政府は新聞及び放送等の言論機関に対しまして、その編收そ

の他に一切関與してはならないということになりました。それ以來日本政府におきましては、ど

この機関におきましても放送協会のプログラムには関與しておりません。その他のいわゆる施設

の面に関しましては、現在の無線電信法に基く電波行政の強化ということに対しましては、司令

部の強い要望もございまして、それに基いて技術的な監督をいたしておるのであります。從いま

して私設の拡充その他に関しましては、逓信省といたしまして、現在も重大な関心をもつており

まして、いろいろ援助をしてまいつております。御質問にございました外資の導入の問題等に関

しましても、逓信省におきましては、今まで放送協会と密接なる連絡を保ちまして、政府部内の

それぞれの機関と協議いたしまして、できるだけ放送事業の円満な発達ができまするようにとい

うことで、努力しておる次第であります。（以下、省略） 
 
○冨吉國務大臣 お述べのごとく言論の自由、思想の自由に対して、國家権力、もしくはその他

をもつて関與してならないことは、新憲法の精神でございます。さりながら今御心配のごとく、

いわゆる公安を害し、公共の福祉に著しき障害を來すと考えられるものに対しましては、相当の

制圧を加えなければならぬことは、まつたく御同感でございます。從いましてこの法案の中にも、

第四條に「ニユース記事の放送については、左に掲げる原則に從わなければならない。」として、

一、嚴格に眞実を守ること。二、直接であると間接であるとにかかわらず、公安を害するものを

含まないこと。三、事実に基き、且つ、完全に編集者の意見を含まないものであること。四、何

等かの宣傳的意図に合うように着色されないこと。五、一部分を特に強調して何等かの宣傳的意

図を強め、又は展開させないこと。六、一部の事実又は部分を省略することによつてゆがめられ

ないこと。七、何等かの宣傳的意図を設け、又は展開するように、一の事項が不当に目立つよう

な編集をしないこと。それからその次にもいろいろ書いてございますが、こうしたことを設けま

した意図は、まつたく御意見通りでございます。この眞実の放送をなさなかつた場合に対しまし

ては、これはまず取消しを要求し、そうしてその取消しをしない場合には相当の罰を受けるとい

う規定をいたした次第でございます。かくのごとき偏つたる宣傳、この方針に反するがごときも

のに対しましては、場合によりましたら、この放送の免許を取消すことをも規定してあるのでご

ざいまして、さように御了承を願います。 
 
 
衆議院電気通信委員会（昭和２５年１月２４日） 
 
○網島政府委員 電波関係三法案に関しましては、ただいま電気通信大臣から提案理由の御説明

がございましたが、私からさらに三法案の大要について御説明申し上げたいと存じます。 
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 ＜中略＞ 
 次に放送法案の概要について申し上げます。 
 放送法案は、第一條に示してございます三大原則に従いまして、放送を公共の福祉に適合する

ように規律いたしまして、その健全な発達をはかることを目的として立案されたものでございま

す。 
 この法案も、放送の経営及び規律に関する各国の例を研究調査いたしまして、その長所をとり、

かつわが国の国情も十分考慮して立法したものでありまして、放送立法について世界に一つの新

例を開くものでございます。 
 放送法案の特色といたしますところは、第一には、わが国の放送事業の事業形態を、全国津々

浦々に至るまであまねく放送を聽取できるように放送設備を施設しまして、全国民の要望を満た

すような放送番組を放送する任務を持ちます国民的な公共的な放送企業体と、個人の創意とくふ

うとにより自由闊達に放送文化を建設高揚する自由な事業としての文化放送企業体、いわゆる一

般放送局または民間放送局というものでありますが、それとの二本建としまして、おのおのその

長所を発揮するとともに、互いに他を啓蒙し、おのおのその欠点を補い、放送により国民が十分

福祉を享受できるようにはかつているのでございます。 
 次に公共的な放送企業体としましては、現在わが国の放送を独占的に実施しております日本放

送協会が、約六千人の社員によつて構成される社団法人であるにかんがみまして、新たに全国民

に基盤を持つ公共的な特殊法人である日本放送協会を設けることといたしまして、現在の社団法

人日本放送協会の設備、人員、権利義務の一切を、新しい日本放送協会に移しまして、現在の社

団法人日本放送協会は解散するものといたしたのでございます。従いまして新しい日本放送協会

につきましては、全国民が国会を通じてその人事、業務の運営、財務等について必要な監督を行

うのでございます。 
 以上は放送法案の大要でございますが、さらにこれを敷衍いたしまして御説明申し上げます。 
 放送番組につきましては、第一條に、放送による表現の自由を根本原則として掲げまして、政

府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わないのでございます。放送番組の編集は、放送事

業者の自律にまかされてはありますが、全然放任しているのではございません。この法律のうち

で放送の準則ともいうべきものが規律されておりまして、この法律で番組を編成することになつ

ております。 
（以下、省略） 
 
 
衆議院電気通信委員会（昭和２５年１月２７日） 
 
○網島政府委員 最初の御質問は、放送協会の放送を新聞が採録いたしましたときに、もしもそ

の内容が誤報であつた場合の責任はどうかというお話だつたと思いますが、御承知のように現在

この放送の番組につきましては、政府は一切関與できないことになつております。従いまして放

送協会の報道が誤りであつたかどうかということに関しましては、政府は直接には関與できない

のでありますが、今御質問の新聞がそれを取上げて、しかも内容が間違つておつたという場合の

責任に関しましては、新聞に採録することに関して、放送協会と新聞社との間に契約があつたか

どうかというような問題、またその記事の提供をした放送協会と新聞社との間にどういう契約が

行われておつたかという、その契約の内容の問題、こういう問題できまるのではないかと存ずる

のであります。御承知のなうに現在は新聞紙法も効力が停歩されているような関係もありまして、
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法規的にはこれがどうなるかということは、現在私ははつきり知つておりませんが、もしも必要

がありましたならば、私どもでできるだけ調べましてお答え申し上げます。 
 
 
衆議院電気通信委員会（昭和２５年１月２７日） 
 
○橋本（登）委員 今ちようど国会問題に触れましたから、この放送法案中の最も重要な部面で

すが、その面についての御質問を申し上げます。この放送法案のいわゆる官僚的である、あるい

は非常に屋上屋を重ねている、こういうような感じが強くするのは、経営委員会の設置は、当然

経営本体としてやむを得ないにいたしましても、この経営委員会が監理委員会の監督のもとに仕

事をするということだけでも、相当に官僚的な色彩が濃厚であるにかかわらず、なおその上にこ

の放送協会の事業、あるいは予算、計画、一切のものが国会の承認を得なければならない、こう

いうような規定になつておるようでありますが、この点については、なるほど国会は民主的な機

関の最高峰であるから、その国会の審議を受けるということは、形式的には民主主義的な運営の

方法であるような感を抱かせるのでありますけれども、実際問題として日本放送協会の財産は社

団法人として今日まで築き上げられて来たのであつて、必ずしもこれは国家予算とも申しにくい。

にもかかわらず、一応法律によつて――この條文によるとこの点も問題でありますが、聽取料を法

律によつてきめて、そうして固定化するということも、運営上から見てももちろんこれは問題で

ありますし、同時にそれほどまでに国会がこういう問題に関與する、一種の行政上の仕事にまで、

具体的な民間の仕事にまで関與することはどうかと考えるのでありますけれども、この上から考

えますれば、この監理委員会の設置は当然必要であるにいたしましても、なおその上において国

会の承認を経る、あるいは事業計画を出す、こういう点まで国会がこれに関與するということは、

ややもすれば最近行政機構が一種の独立的な傾向を幾つも持つて来ておる。御承知のように教育

委員会があり、あるいは公安委員会かあつて、行政がややもすれば多岐にわたりつつあるという

傾向から見ても、なおその上にこうしたものまで国会の責任において行わしめるということが、

はたして妥当であるかどうかということについては、われわれは非常に疑問に思うのであります。

のみならず、そうすることによつて民主的に運営せられるという考え方が、あまりに公式論では

ないか、この点当局においてはもつとこれを簡素化して、少くとも最高の監督機関は監理委員会

をもつてする。それ以上にはこれを持つて行かない。しかもこの経営委員会なるものは、総理大

臣によつて任命せられて、なお国会の承認を経なければならぬということになつておるのであり

ますから、それらの人に多くの権限を與えて、国会がこまかい点まで監督の責任を持つようなこ

の法案についての御意見については、なお相当修正すべき余地があると思うのですが、これにつ

いての当局の御意見を承りたいと思うのであります。 
 
○小澤國務大臣 今橋本君のお話のあつた御見は、きわめて尊重しなければならぬ御意見たと思

つております。従つて政府が本法案を立案するにあたりましても、今橋本君の御所論のような有

力な御意見があつたのでありますが、諸般の事情から、結論において本法案を出すに至つたので

あります。しかしこの問題につきましては、今申し上げました通り非常な意見のわかれるところ

であります。しかしながら私どもはこの條項を、一般国家の予算と同じではなくて、総括的にた

だ承認を得る、従つて修正とか何とかいうものは、一般官庁の予算のような、非常に詳細な御審

議を願う意味でなくして、国民からとつた聽取料のむだづかいがあるかないかという点を、大ざ

つぱに承認を求めるという趣旨で一致をいたしたのでありますが、しかしながら今お話のように
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橋本君の御意見は、この放送事業というものを官僚化すると申しましようか、国実であまり干渉

し過ぎて、かえつて放送の持ついわゆる放送の自由というものを、阻害するおそれのあることは

ごもつともでありますので、この点につきましては十分考慮して、運用に当りたいと考えており

ます。 
 
 
参議院電気通信委員会（昭和２５年２月１日） 
 
○公述人（江尻進君） 私は日本新聞協会編集部長の江尻進であります。本日は言論界を代表す

る立場から、放送法案に関する御意見を申述べたいと存じます。 
 ＜中略＞ 
 憲法第二十一條に保障されております表現の自由の重要な対象になるものは、いわゆるプレス

でありますが、このプレスという観念の中には旧来の新聞雑誌の外に近年におきましてはラジオ、

映画なども含まれるようになつております。従つて新聞とラジオとは共通の観念で律せられる点

が相当に多く、相互に緊密な関連かございまして影響を及ぼすものでございますから、この、ラ

ジオを律する放送法案に対しては新聞人としても重大な関心があるところでございます。 
 ＜中略＞ 
 次にＮＨＫに対する法律上の種々の制約及び政府各機関の監督について述べたいと存じます。

ＮＨＫは公共放送を担当する特殊の使命を與えられておりますが、プレスの機関であることにお

きましては、商業放送或いは新聞などと同一の性質を持つものでございます。プレスの自由とい

うことは、政府たると一般社会たるとを問わず、外部のどんなものからも強制を受けずして、報

道評論する自由でございます。ＮＨＫの番組の編成に対して非常に細かな規定が作られておりま

すが、これらは職業的な倫理原則ともいうべきものでございますから、法律で規定するよりはむ

しろラジオ・コードというようなもので、放送事業者が自主的に守るようにすべきものと考える

次第でございます。こうした細目を法律的に規定している例は世界中にないように見受けられま

す。何故日本のＮＨＫだけがこのような法律的制約を受ける必要があるか、極めて疑問に思われ

る次第でございます。ＮＨＫは公共的放送という特殊の使命を與えられているのでございますか

ら、或る程度国家機関の監督を受けるということは止むを得ないといたしましても、政府の各機

関、国会などにより監督、指導、統制が極めて複雑多岐に且つ嚴重に行われるような組織になつ

ております。ＮＨＫの自主性も独立性もこれでは殆んど残されていないわけでございます。極端

に言えばＮＨＫは国家機関といつても差支えない程度になつております。昭和二十年九月二十七

日付で総司令部から出されております覚書によりますと、政府からプレスを分離すべしというこ

とを嚴重に指令しております。ところがこの法案におけるＮＨＫに対する政策は、プレスを政府

機関の統制下に置かんとするものであり非民主的傾向であると考えられます。一体政府や国会が

プレス機関に監督指導を與えるのが、プレスの自主的な行動に任せるよりも一層公正な運用がで

きるという根拠は果してどこにあるのでありましようか。これは過去の日本の政府及び議会の歴

史を回顧して見れば、直ちに結論が出るところだと存ずる次第であります。我々新聞人としては、

こうしたものの考え方が当然なこととして通用するようになりますれば、これは民主主義にとつ

て極めて危險なことだと存ずる次第であります。プレスに対する原則論の立場からＮＨＫの自主

性をもつと確立することが妥当だと考える次第であります。 
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参議院電気通信委員会（昭和２５年２月１日） 
 
○公述人（古垣鉄郎君） 私日本放送協会会長をやつております古垣鉄郎であります。本日我々

放送事業に携わつておりますものにとりまして、それが至大な関係を有するものでありますだけ

に、この公聴会に意見を述べさして頂きましたことを深くお礼申上げます。 
  ＜中略＞ 
 又ＮＨＫの第二放送網拡充の五ケ年計画も昭和二十三年に計画され、目下進行の途中にありま

すが、この進行中途の第二放送の価値を指摘しまして、その効用が今のところ十分でないから、

これを分割して他の事業体の運営に委ねようという御意見史又商業放送局の所在地にはＮＨＫの

公共放送事業体の第二放送を中止させた方がよいというような御意見もあるようでありますが、

ＮＨＫの公共放送は地域的に見まして全国を対象とする全中プロがあり、数県をブロツクとする

管中プロがございます。又一県、一地方を単位とするローカルプ口があるのであります。 
 それから又聴取者の階層一年齢、職業、教育程度というような区別に基く特殊の対象別につき

ましても、それに当てはまるような放道、教養、娯楽の番組のためには、第一放送だけを提供い

たしましては、国民聴取者に選択の自由を與えることができなくなるばかりでなく、到底番組は

第一放送だけでは編成し切れないのでありましてこのために第二放送網の完成を急いでおり、こ

の完成を待つて第一放送と第二放送による表裏一体の公共放送網を国民大衆に提供して、一国民

の要望に応えようとしておるのであります。番組の上で第二放送を必要とする理由を少しく細か

く御説明いたしたいと思いますが、日本の特殊性として国民の持つ文化財、殊にあらゆる娯楽の

面における多種多様性を挙げることができます。ＮＨＫが公共放送として特に放送法案の中にも

謳われております通り、常に最善の内容を持つ演劇、演芸、音楽の番組を提共しなければならん

ということになりますと、ＮＨＫは公共放送としましては、国民の半分以上が愛好しておるとこ

ろの浪花節、歌謡曲の他に、例えば少数ではあるが特に教養度の高い人々のために例えば交響楽

の番組を提共しなければならないのであります。聴取者の生活時間調査に基きまして、特に聴取

率の高い夜間におきまして、この二つの目的を同時に果さなければならんという現象が先ず公共

放送に最低二本組みを要求されることとなります。 
 ＜中略＞ 
 次に放送法案の基本的な事項につきまして、かねてよりＮＨＫが主張して参りました点を申述

べまして、皆様の御理解ある御考慮を煩わしたいと希望いたします。その第一は日本放送協会の

自主性の確立についてであります。この法案では日本放送協会の重要な問題を国民的基盤で審議

させる方式として経営委員が任命されていることでございます。即ち地域的な、而も各階暦が十

分考慮されて選ばれた候補が国会の承認を得て任命されますことは、事業の性質上、又全国民に

至大な影響を持つ公共放送といたしましては、十分その運営の自主公正と民主的なことが考えら

れたことと思われるのであります。併しこの協会の経営の最高機関であります経営委員会は、法

案によりますと、その決定は何一つとして最終的なものではなく、その議決事項はいずれも政府

機関や国会の原語や認可その他を経なければならないことになつておるのでありまして、経営委

員が国民大衆の代表として公共放送の運営に参加しております目的は何であるかに戸惑う次第で

あります。経営委員会は最高機関として、公共のために方針を最終的に決定することが、公共放

送の在り方として適当であろうと存ぜられます。 
 次には公共放送に対する監督行政の一元化についてであります。先程来の御意見もこの点につ

いて述べられまして、至極御同感でありますが、この法案によりますと、監督行政の主管の官庁

は一応電波監理委員会でございますが、更にこの他に国会、内閣、大蔵省、会計検査院にも認可
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や承認や検査を受けなければならないことが多数あるようになつております。これではそれぞれ

の機関が、それぞれ独自の立場で監督に当られたり、更には一つの事項につきましても二つも三

つもの複雑な監督を受けます場合などは、協会がその間に立つて困難いたしますばかりでなく、

協会業務が停滞させられることも予想され、延いては放送事業の健全な運営が阻害される虞れも

出て参るのであります。特に機動性を持ち、機敏に仕事を進めてこそ初めて放送のような動きの

烈しいものの使命を果せるのでありますから、監督機関の複雑さはどう一元化されまして、すつ

きりとした形にして頂きたいと希望いたします。 
 尚協会の予算、事業計画、料金の決定の手続についてでありますが、公共放送が国民生活に至

大の影響を持ち、その事業計画や予算が国民の経済に繋がつておりますだけに、国民の代表であ

られる国会の批判の対象となりますことは当然であると考えるのでございます。併しながら財政

的にこれを国家予算と同一の高さで国会に御審議を願いますことにしてありますが、このことは

やや複雑に過ぎるのではないかと思われます。ものを言わして頂きますれば、聽取料金はガス、

水道、電気と同じ主務官庁が認可されて、事業計画や、収支予算は経営委員会がこれを決定し、

更にはこれらの事業の実績を国会に報告して御批判を頂くというのが放送事業の機動性にも合い、

且つ監督の在り方としてもバランスを得た適宜な形ではないかと存じます。放送のごときものの

公共性は監督の厳重さで維持するということよりも、経営委員への信頼と国民の直接の批判の声、

又は国会の御批判を仰ぎますことこそ文化機関としての公共性の実質的な因となり得るものでは

ないかと考えるのであります。これは更に会計検査院による会計検査にも関連するのであります

が、協会は経営委員会の任命いたす官吏によつて監査されることとなつております。元来が国庫

の収支を検査する会計検査院によりますところの検査は、協会を官庁とみなし、協会の経費を国

費としている精神かとも存ぜられますが、これでは公共放送とは官庁の行う放送であるという誤

解にも取れますし、真に公共放送を打ち立てようとする意図にもそぐはないものになるのではな

いかということを惧れるのであります。 
 尚細部に亘りますが、そうして先程江尻さんの御主張もございました第四條の訂正放送の点は、

全然江尻さんと御同感でありまして、この点について十分の御再考をお願いしたいと存じます。 
 その他小さな点二三まだございますけれども、時間が参りましたので、それらはさまざまの資

料に基きまして、印刷物等を以てお手許に差上げるようにいたしたいと存じまして、これで私の

公述を終ります。 
 
  ＜中略＞ 
○千葉信君 この條文の解釈から行けば、簡單にその結論が出ますけれども、若し仮に将来そう

いう放送によつて受益する者の立場から行て考えると、これは当然広告料を拂つてもよろしい、

それでも放送して貰いたいというような要望が、こういう立場の人々から若し出た場合に、それ

に対する広告の考え方というものが、広告に対する概念というものが非常に変つて来るのじやな

いか。こういうことを私共考えております。その点についてお伺いいたします。 
 
○公述人（古垣鉄郎君） 非常に御尤もに思いますけれども、公共放送をいたしますものの立場

は、聽取者の希望するもの、又は聽取者の必要とするものを提供する、そういう我々は義務があ

り責任がある。又聽取者は聽取料を拂つておりますから、自分達の希望する放送をＮＨＫから聽

く権利を持つておる。そういう立場で私共は考えております。従いまして、この規定でも広告料

を取つてはならないということ、ＮＨＫは禁止されておりますから、ＮＨＫに取つては今のお話

は起らないと考えます。 
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○公述人（河田進君） 私は放送協会の職員でございます。職員ではございますが、現在選ばれ

まして、日本放送労働組合の役員をいたしております関係上、協会から何らの報酬は受けており

ません。私の俸給はすべで組合員の組合費によつて賄われておるわけでございまして、この点国

民諸君に御迷惑をかけていないことを一言先に申上げて置きます。 
 先ず、放送は如何にあるべきかということが問題になるわけでございますけれども、根本的な

観念といたしまして、どうしても三つの対立の面があることは止むを得ないと存じます。その一

つの観念といたしましては、言うまでもなく言論機関として、フリー・ラジオとしての機能の発

揮でございます。言論機関は言うまでもなく、あらゆる権力から、あらゆる統制から外れて自由

になされるものでなければ、その意味はないわけでございますけれども、併しながら放送協会と

いうような大規模な組織において、この全国の、稚内から鹿兒島に至るまでの非常な広大な地域

に亘つて多くの聽取者に放送を送つておりますこの独占事業でありますところの放送協会は、や

はりどこか公共性を持たなければならんこと、即ち国民との繋がりを法的に確立しなければなら

ないということは当然でございまして、我々はその点が明確にされることの一日も早く来ること

を望んでおつたわけでございます。併しながら、ここに出されました法案を見まして、実は非常

に呆気にとられておる次第でございます。我々は労働者といたしまして、又国民といたしまして、

誠にこの法案というものは非常に民間放送というものをおとりに使つて、これに焦点を集中させ

て、その外の肝腎の公共放送に対する監督の非民主性ということをカムフラージユする道具に使

つておつて、内容から申しますならば、極めて国家権力の作用するところの強い、或いは言葉を

換えて申しますならば、官僚統制の色彩の極めて濃厚である不埒極まる法律であると存ずる次第

であります。その点はこの前の第三国会に提出されました放送法案におきましても、放送協会の

監督を放送委員会に任せております。これは御承知の通り五人制度の委員会でございまして、委

員長以下五人の委員が放送協会の全般的の監督に当るわけでございますけれども、この点に我々

といたしましては、この五人の委員によつて監督される立場にあるわけでございますけれども、

この五人の制度の委員会に一町の権限が大体集中されておつたわけでございます。ところがそれ

が今回の法案によりますと、その五人制度の委員会の放送委員の権限を、或いは電波監理委員会

に分け、或いはそれを更に内閣に承認を求める形式になつており、更に国会の承認まで得る形式

をとつております。おまけに会計検査院という大変なおまけまで付きまして、二重、三重に公共

放送を圧迫いたしまして、これによつてこのような権力で、この自由たるべき、私は敢えて申上

げますが、放送というものは、いわゆる一つの総合芸術であると考えます。例えば映画が然るが

ごとく、例えば演劇が然るがごとく、これは技術から、経営面から、或いは直接プロ番組にタツ

チするものももとよりでございますが、そういうものを含めまして、総合芸術であると思います

が、そういう面を、言論機関としての面、文化機関としての面を、一切忘却いたしまして、ただ

公共性のみに、如何にして公共性を確立し得るかという一点に集中いたしました本法案は、極め

て非民主的な結果に陷入らざるを得なかつたところであろうかと思います。そういう観点からい

たしまして、我々はこの多元的な監督に絶対に反対いたします。放送の監督はシンプルでなけれ

ばいかぬ。我々は、官僚統制の排撃ということを昔から言つております。戰争前から言つており

ます。先程、第二放送を私が作つたとおつしやつた方は、これは逓信省から天降りで来まして、

我々の上司として来られた方でございまして、そういう官僚の非民主性には我々は骨身にこたえ

ております。そういうふうな官僚統制的な悪いものを、放送協会に持ち込まれて来るということ

は、放送に働く労働者として堪え得ないところであることをはつきり申上げて置きます。ここに

お役人の方が非常に大勢いらつしやる中で、私言うのは心苦しい次第でございます。個人的には
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非常に能力がある方も、立派な方も多いのであります。私が何故官僚統制に反対するかというこ

とは、これは放送協会二十五年の歴史において、昭和二十年に戰争が終るまで、その圧力を受け

て苦しんだ体験から来るものであります。而も戰争中には、内閣情報局と逓信省の二重監督によ

りまして、その間に挟まれて、我々は石に挾まれた手を拔きもならず、さしもならず、国民にた

だ迷惑をかけるのみであるという現状からいたしまして、この行政監督の多売化ということは飽

くまで反対すると同時に、今回の法案におきまして、経営委員会などというものが設けられてご

ざいます。或いは内閣、或いは国会に権限が委ねられております。肝心の実権をどこでお握りに

なるか、どこが放送行政をおやりになるかと申しますと、端的に、これは電波監理委員会がおや

りになることは法案に明確でございます。電波監理委員会は、而も公務員もなり得るものでござ

います。これは公務員が非適格ではございません。我々は過去の歴史から考えまして、明らかに

こういう法案の建前から行きますれば、恐らくは技術関係、電波技術関係の高級官僚諸君が、電

波監理委員会にお入りになる、その手によつて一司の放送行政をおやりになる。但しこれは私は

特に申上げたいのですが、官僚の特性といたしまして、最後の決定権はいつでもお取りにならぬ。

これは官僚がなぜいかぬかという最大の一つは、犠牲を絶対に負わぬ。如何なる場合にでも官僚

諸君は綺麗に逃げるのであります。責任を回避されたり、又責任を取り得る立場にないことは事

実でございます。いつでも官僚諸君は犠牲を取らず、外に被せております。そういうものが、こ

の電波監理委員会に進出いたしまして、專門的な権力をお握りになつて、放送協会並びに一般放

送を御監督になるという、絶対日本の放送の進歩にはならぬ。むしろ逆行する結果になるところ

から、私は電波監理委員に参公務員がなることは止めて頂いて、これは欠格として頂きたいと存

じます。更にこれから具体的に個々の條文について申したいと思いますが、経営委員会というも

のを我々の経営者として我々は迎えるわけでございます。これは労働者として、当然この間にも

敵対関係が生ずるわけでございますけれども、そういうけちなことは一切措きまして、やはり日

本に一つしかない放送協会でございます。日本に一つしかないＮＨＫを、責任を持つて監督し、

行うのに、あらゆる分野から賢明なる、或いは良識ある、或いは理性に富んだ賢明な方であつて

も、ＮＨＫは未だに戰闘帽を被つておるというような興行をなされる方の経営は、我々ははつき

り拒否いたします。責任のある、良識のある人に我々は経営委員になつて貰う。殊にこれが問題

になるのは、八地区から選ばれるということでございます。放送協会の経営者を地区別に選ぶと

いうことは、これは重大なやはり影響力があろうかと思います。北海道から九州に至るまで、放

送局の電波の割当を完全に公平に行いまして、放送行政を行うには、各地区の利害関係というも

のは当然一致できるものではございません。これは各地区の利害者、関係者が入つて乗るのは当

然でございますけれども、その委員の選び方も、最初ははつきり各分野ということが謳ってある

のでございますが、今回の法案によりますと、法的にその関係が濁されておる。で我々は地区別

の代表も必要であるが、階層別の代表がより必要である。今日我々国民の常識といたしまして、

やはり国家は二つによつて、資本家階級、労働者階級、三つの分野に分れることは必然でござい

ます。或いは支配階級或いは被支配階級という二つの分野が対立するということは当然でござい

ます。そういう意味から行きまして、必ず労働者の代表をこの経営委員会に入れる、或いは農民

の代表を入れる一漁民の代表を入れるということ、これは放送法案になくちやならん点である。

單に地区別に選ぶことになりますれば、必ず地方ボスとか、或いは地方の顔役とかいうものの進

出によつて、それらの頭で放送が運営されることになり、重大な結果を招来いたし冒す。婦人、

農民、労働者、科学者、芸術家或いは経済学者というような、各分野から代表者が出られること

を切望する次第であります。 
 ＜中略＞ 
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善意、悪意ということは措きまして、とにかく一つの技術家という建前から一般放送文化を取扱

うことになりますと、非常に大きな過誤があるのではないかと思いますので、一切の放送行政は

経営委員会に任す、この経営委員会というものは、法的関係が非常にまずくなるのでございます

ならば曾ての放送委員会制度に戻して、そうして放送へ一般放送並びにＮＨＫを監督して頂きた

い。従つて法案の第三十七條から第四十條に至る事項は削除をお願いしだいと思う次第でありま

す。 
 それから更に国会が、この最後の決定権を握るということでございますが、ここで私ははつき

り申上げたいのは、国会は立法の府であります。国会の本旨とするところは、飽くまで立法の府

であつて、些々たる行政の分野にみずからお立入りになるべきではないと私は考える問題でござ

います。殊に問題となりますのは、国会は何といつてむ、デモクラシーの原則に従いまして、こ

れはすべての討議を多数決によつて処理して行くところであります。ところが放送、言論機関で

ある放送は、その多数決に至るまでの国民の一人一人の、隅から隅までの或いはそれぞれの立場

からの完全な少数者と雖も、その声を全国に伝えて、共に討議の糧となるべきものを提供すると

ころであります。その討議の糧となつたものから議論が発達いたしまして、法案が成文化され、

国会にかけられるならば、これはやはり多数決でやつて行かれるのは結構でございます。多数党

横暴というようなことは、言論を抑えれば横暴でございますが、議決を多数を以てやつて行くの

は当然でございます。デモクラシーの原則でございます。そのデモクラシーの原則を持つ国会が、

そういう言論機関に入ることによつて必ずしも明朗な結果を生じない。却つて妙な錯覚を少数党

或いは特殊な意見の持主に與えて、国会が言論を左右するという錯覚を持たせる虞れもあると思

いますので、国会は大きな立場からこの放送行政を眺めて、この国会においては、次の国会にお

いて立法の手段をとつて頂きたい。そうして次から次と悪いものを修正したらいい。初めから国

会が行政的に乗り出し、承認権をお取りになるということはそこに大きな危険があるのではない

かということを申上げたいと思います。 
 ＜中略＞ 
 その次に、更に放送協会の監督に屋上屋を架せられるものとして会計検査院を指摘いたしまし

た。この会計検査院というものは、飽くまでも国家の財産或いは国家の支出を規正し、監督し、

規律するものでございます。従つて何によつて会計検査を行うかと申しますと、これは明らかに

国家の定めた会計法によつて会計検査院は会計を監督して行ものである。然るにＮＨＫはもとよ

り国家の財産ではございません。Ｋ耳Ｋは飽くまで私は民間のものだ。これは国民のものだとい

うことは伊藤さんも先程強調された通りであつて、この観念を飽くまで打立てて、無論国民の代

表である国会から任命されたるところの会計検査院なり何なりではございますが、そういう観念

から切り離して自由な立場から放送をやらす、その会計は経理を公開させることにより、或いは

電波監理委員会なり、経営委員会なり、十分なる監査機構を確立することによつて、その目的を

達成上得るのではないかと思います。私は放送協会に十何年おりますけれども、放送協会のあの

仕事は機動性に富み、或いは迅速性が何よりも要求されるのであります。先程大宅氏は、ジヤー

ナリズムから一週間遅れると申されました。何故かと申しますと、組織が大きいだけに、会計で

もいろいろ面倒だから、会計検査院、官庁の中でも保守的な最もやかましい監督官庁の監督を受

けることになります。例えば古橋が泳ぎに行つたところで、直ぐそれに対してアナウンサーを出

して全国民にその活躍振りを放送させるということを組みましても、予算手続その他の点で、或

いは課長のはんこがないとか、或いは部長がどうしたというような煩鎖な些末な手続のために、

放送機関、文化機関、言論機関としての根本的な狙いを失うことになります。そういうようなこ

とは止めて頂いて、そう人を疑わないで、経営委員会或いは電波監理委員会なりで、そういう密
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接な関係を持つている箇所において行われることを希望するものであります。 
 ＜以下、略＞ 
 
 
衆議院電気通信委員会（昭和２５年２月２日） 
 
○橋本（登）委員  
 ＜前略＞ 
 なお先般私が放送法案についての質疑を申し上げましたが、ただいま中村委員から具体的に

種々なる御質問がありましたので、あるいはダブるところがあるかもしれませんけれども、先ほ

ど来問題となつておりますところの国会の審議権の問題、いわゆる放送協会に対する国会の監督

権の問題について、さらに御質疑を申し上げたいと思うのであります。私はここで憲法論あるい

は法制論をお聞きするのではなくて、社会通念として、または政治通念としてお聞きしたい。こ

れは政務次官あるいは電波庁長官からお答え願いたいのですが、第一には、先ほど中村委員から

お話もありましたように、日本放送協会は社団法人として発足して、今日その資産は二十億以上

になるといわれておるのでありますけれども、これが当時の出資価額によつて解散をせられまし

て、公共企業体になるわけであります。しかしもちろん国民一般の聽取料といいますか、そうい

うものによつてできたのでありますから、こうした法律的手段によつて移されるということにつ

いての国民の輿論は、特に悪意を持つての輿論はないと考えますけれども、ただ私はもし公共的

な国の仕事をしておつたこうした社団法人式な団体が、法律一本によつてその財産が一種の公共

企業体として取上げられる形になるとしますと、新聞のようなものも、営業税を免除せられ、あ

るいは広告税を免除せられて、一種の公共的なことを目的とする営業体でありますが、こういう

ものまでもこのような法律的手段によつて、政府に統制せられる危險がないとは言えないと思い

ます。もちろん放送協会のごときは單一の機関でありますから、その点は簡單に移行できるので

ありますけれども、新聞社のごときはそう簡單にこれを移行することはできないのでありますが、

一応法制的な建前から言うならば、社会公共のために存在するものは、こういうような法律によ

つていつ何どきでも取上げられるというような危險を及ぼすことは、これは重大な問題であると

思う。しかもこの放送法案の中において、先ほど来電波庁長官は、聞くと聞かざるとを問わず聽

取料をとられる、こういうふうに御説明がありましたが、もちろん実際的にはそういう形におい

て聽取料はとられるけれども、法文の上においては、聽取する契約を締結した者から徴収する。

つまり受信料という言葉を使つておられる。であるから、この点から言いますならば、まつたく

純民法的の手段によつて、民間契約として成立つておらなければならない。このように民法的な

規定を準用しておられるが、現在新聞社が新聞を発行し、これを購読せしめることも、もちろん

これは契約行為である。そこで現在の社会情勢、政治情勢から考えて、新聞社に対してそういう

ような強力な手段が行われることは、われわれも考えおりませんけれども、しかしこの法案の根

本論から考えるならば、そういう危險も内在しておることは言うまでもないところであります。

従つて私は、この放送法案なるものが、こういう形において公共体に移すことについての反対意

見ではないのでありますけれども、この点についてまず政府の明らかなる方針をお伺いしたい。 
 第二には、先ほど申し上げましたように放送協会の今日の実態は、政府の育成あるいは補助に

よつて、今日の機構に拡大せられたのではなくして、まつたく放送協会社団法人の努力によつて、

今日のごとく機構を拡充したのであります。であるから、従来行われておつたことがもし営利的

な傾向があり、あるいは公共福祉の観念にもとるところがあるのであるならば別ですけれども、
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従来の経営の上においてそれらにもとるところがないならば、何を苦しんで国会に対して一種の

負担をかけるごとき、いわゆる国会の干與権というものを法律によつて規定するのか、この点に

ついてわれわれとしてとうてい認めがたい。こういうことが行われることになると、いわゆる民

主化という名によつて、国会に多くの負担をかけるのみならず、その責任を国会に押しつける法

案である。今日はもちろん従来の国会と違つて、いろいろな権限が與えられておりますけれども、

こうしたこまかい問題に関してまで国会に責任を負わせるという考え方は、これは民主化の名に

隠れたる責任の回避であるというように考えざるを得ないのであります。またこの問題に関連し

て、料金は三十五円と法律によつて規定するということが法案に出ておりますけれども、従来は

鉄道及び電信、電話の料金にしても、法律によつて規定しておらなかつた。ただ戰時中における

特殊の態勢、並びにその後の物価騰貴にかんがみて、政府の低物価政策という手段によつて、こ

うした賃金がきめられたのであつて、もちろん名目としては国民の間からとるベきものであるか

らして、国会の承認を求めることが妥当であるという形式論が行われておりますけれども、実際

上の必要から言うならば、戰時態勢と物価騰貴に対する政府の低賃金政策の現われであります。

しかし今後物価の高騰というものは、少くとも現在の情勢から見ればあまり考えられない。逆に

言えば、今後は物価は相当に下落を告げるのではないかと思われておる。しかるにこのような傾

向を持ちつつあるのにかかわらず、年一回、もしくは臨時議会を開いても年二回程度しか開かれ

ない国会において、料金を法律によつて決定するということは、逆に高い料金を国民一般に課せ

しめる結果を招来するのであります。それであるからして、先ほどの説明では税金の性格を持つ

から、国会にこうしたものをかける必要があるというお話でありますけれども、私は税金の性格

を持つておるとは考えられない。これは契約による民法的手段である。それであるからして、少

くとも文化の機関であるこうしたものに対しては、できるだけ経済面においても、あるいは経営

面においても、自主性を保たせるためには、法律上のそうした拘束はできるだけ制限したい。そ

うして公共企業体としての独自の立場からして、できるだけ自由なる活動を求めることが、やは

り文化国家として必要である。こう考えるのでありますが、以上の点についての当局の明快なる

御判断とお答えを願いたいのであります。 
 
○網島政府委員 ただいまの御質問の中には、非常に大きな問題もございますので、あるいは大

臣から御答弁願つた方がいいかとも存ずるのでございますが、ただいま政務次官あるいは私から

というお話でございまして、政務次官も私にというお話でございますから、私からお答えいたし

ますが、この根本問題につきまして、もし後に大臣の御答弁がございまして、私の答弁の間違つ

ておるところがございましたら、大臣の御答弁で御了承を願いたいと思います。 
 現在のわが国のように人権が尊重され、また私有財産が保護されておる国におきまして、個人

の財産が法律によつてむやみに国家に取上げられるということは考えられないのであります。従

つて先ほどいろいろ御引用になました新聞社というような場合には、私どもはそういうことは予

想しておらないのでございますが、この日本放送協会の場合におきましては、これは公益法人で

ございまして、公益のために営利を目的としないで、日本の放送事業をやることになつておるの

でございます。この点一般の民間の会社その他と非常に性格が違つておると存じますし、またこ

の日本放送協会が現在の無線電信法の第二條第六号によりまして許可されます場合に、これに相

当條件がついておるのであります。と申しますのは、御承知のように無線電信法は第一條におき

まして、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」ということになつておるのでございまして、わ

ずかに第二條においてその例外が認められておるのでございます。従いましてこの日本放送協会

が全国にわたりまして放送事業を営む、日本放送協会のみがこれをやるということは、当時の政
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府の行政措置として、公益上これが必要であるからということで、いわば政府の特許のような形

でこの事業が認められておるのでありまして、その施設の許可命令書の中にも、逓信大臣が公益

上必要と認めたときはこの許可を取消すことができるということがあるのでございます。それは

特にこの放送事業というものの公共性、及び日本放送協会が独占的にこれをやつておるというこ

との点から来たのでありまして、この点は今日においてもかわりないと存ずるのであります。 
 ところで私どもは現在の日本放送協会が、その事業経営の過程において、遺憾の点があつたと

いうことは考えておりません。その非常に熱心なる経営によりまして、とにもかくにも二世帯に

一、約八百四十万の聽取者が日本にできて、あまねく日本国民がこの放送文化の恩恵に浴すると

いうようになつた、この日本放送協会の功績につきましては、多大の敬意を表するものでござい

まするが、最近新しい憲法下におきまして、独占禁止法あるいは集中排除法というような法律も

できまして、日本放送協会がただ單なる政府の行政措置によつて、その独占事業を営むというこ

とにつきまして、幾多の疑問が出て参つたのであります。従いまして、この單なる公益法人とい

う形でもつて、日本全国にわたる厖大な施設を持ち、その厖大なる組織を通じて事業を経営する

ということにつきましては、何らかの法律的な措置が必要であるということを痛感しておつたの

であります。たまたま他方におきまして民間放送の必要であるということが非常に叫ばれるので

ありまして、現在におきましてはこれは国民の世論であると申してもさしつかえないのではない

かというふうに私どもは考えるのでありますが、この民間放送が出て参りまして、どしどし放送

を始めた場合に、はたして現在の形そのままにおいて、日本放送協会のその組織を守り得るかど

うかということにつきまして、幾多の疑念がありますが、一つは聽取料の問題であります。新し

い電波法案におきましては受信機の許可ということはやめることにいたしました。これは言論の

自由が確保され、また検閲ができないようになつたわが国におきまして、單なる一つの聽取受信

機を設置するにも、一々国の許可を必要とするのではないかというようなことに対しまして、私

どもはその理由を認め得ないのでありまして、この受信機の許可ということをはずしたのであり

ます。そうなつて参りますと、一方において無料の放送ができて来るということになると、日本

放送協会がここに何らか法律的な根拠がなければ、その聽取料の徴收を継続して行くということ

が、おそらく不可能になるだろうということは予想されるのでありまして、ここに先ほどお話い

たしましたように、強制的に国民と日本放送協会の間に、聽取契約を結ばなければならないとい

う條項が必要になつて来る。言いかえまするならば、強制的に日本放送協会は、聽取料をとり得

るのだという意味の規定が必要になつて参つた次第であります。そうなつて参りますと、先ほど

申し上げたこの非常に大きな事業を独占的にやるというような法的根拠、あるいは今の強制的に

聽取料をとる権限ということを考えますならば、ここにはつきりした法律上の権限を持つた特殊

な形が必要になつて来るのでありまして、民法の規定に従うところの公益法人では、これは不可

能であるという結論に到達したのであります。ところで協会の定款にもありますように、その財

産は、約六千人の初めの会員が出資したところの会費は別といたしまして、その他の聽取料でも

つてふえて参りましたところの財産は、これは会員に返すということはできないのでありまして、

これは何らかの他の同じまうな事業を営む者、あるいはその他別に定むるところによつて、この

財産を継承しなければならないことになります。従いましてここに同じような目的を持ち、しか

も法律によりましてさらに性格がはつきりいたしまして、公共的な色彩を持つたところの放送協

会ができるということになりますれば、これにその財産を引継ぐということは当然であると思う

のでありまして、しかも新しくできたところの放送協会が、非常に公益性の高いものであるとい

うことになれば、財産をこれに移すということにいたしましても、必ずしも私有財産の沒收ある

いはその他の非難を受けるには当らないと私どもは考えております。ことに新しく生れましたと
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ころの日本放送協会の財産は、これは国の財産ではございませんで、やはりこの法律で定められ

ましたところの新しい協会の財産であります。従いまして必ずしも財産を沒收して、国のものに

したということにはならないのであります。そういう意味合いから私どもは、この法律によりま

して日本放送協会を新しい協会に直すということにつきましては、その妥当性を考えておる次第

であります。 
 次に料金を決定するのはどうかという御意見でございますが、これは先ほどの御質問で御説明

いたしましたように、私どもはこの料金は日本放送協会と聽取者の契約ではございますが、法律

でもつてこれを強制しておるのであります。自分がいやだからと言つて、契約を結ばないという

わけには行かないのでありまして、最後に裁判所で問題になつたときも、やはりこの條文が生き

て来ると思うのであります。そういう意味合いにおきまして、国民を非常に縛つておる。しかも

その料金が高いとか安いとかいうことは、直接国民に非常に影響するものでありますから、これ

を国会においてきめていただくということが、一番適当ではないかと考えておる次第であります。 
 なおもう一つ、国会の審議は不必要ではないかという御意見がございましたが、これにつきま

しても先ほど御説明申し上げましたように、このようなやり方をとることによつて、協会の監督

権が非常に複雑になるということは、私どもも十分これを認める次第でございます。しかしなが

らとかく最近は、官僚統制ということが強くいわれるのでございまして、このような半官的な性

格を持つた非常に公共的なものの強い放送協会の收支予算というものを、ただ單に政府の行政措

置だけでこれを左右することなしに、一応国会に見ていただきまして、その妥当性があるかない

かということを調べていただくということは、むしろ民主的の趣旨に合致しておるゆえんじやな

いかというふうに考えるのでございまして、そういう意味合いでこの條文を作成した次第であり

ます。国会におきましていろいろ御審議されます必要がないということになれば、また別かと思

いますが、私どもの案をつくりました者といたしましての考え方は、以上の通りでございます。 
 
 
衆議院電気通信委員会公聴会（昭和２５年２月７日） 
 
○古垣公述人 私は日本放送協会の会長をいたしております古垣鉄郎であります。 
 ただいま友人の杉山君からＮＨＫに対して、横綱扱いにされてみたり、また無能呼ばわりをさ

れましたが、いろいろ御批評をいただいたことは非常にありがたく思つております。この中で参

考になるところがありましたら、大いに考えて利用したいと思つております。何分杉山君は今一

生懸命に勉強しておられ、放送についてはまだ御経験がないように思います。この貴重な時間に、

委員の皆様のために私の意見を用意して参りましたから、その点には触れないで、私の放送法案

に対する意見を委員の皆様に申し上げたいと思います。 
 私はこの法案が、その第一條に掲げられておりますところの原則、すなわち放送が最大限度に

普及されて、その公共性が十分に保障されること、及び放送の自由を確保して、放送が健全な民

主主義の発達に資することを理想とし、目標とする点において、この法案に賛成し、そのすみや

かなる通過を希望するものであります。 
 まことに放送事業は、他のいかなる企業にも見ない特殊かつ微妙な、いろいろの性格や機能を

持つものでありまして、従つて他の類似の事業、たとえば新聞とか、映画とか、あるいは講演会

とか、学校とか、さらには鉄道とか、配電事業というようなもので、簡單に類推することはでき

ないのであります。従いまして民主主義の発達しております諸外国におきましても、放送事業の

形態は種々にわかれております。米国ではたくさんの商業形態が競い合つて存在しておるかと思
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えば、民主主義の制度においてきわめて堅実な発達を遂げでおりまする英国では、初め商業形態

であつたのを数年後改めまして、二十数年この方、單一独占の公共事業体として、ＢＢＣ一本で

経営して、英国民全体にサービスしております。また民主主義の先進国フランスその他の欧州諸

国では、官営の独占形態で放送が行われております。さらにまた英国の海外自治領たるカナダや

濠州においては、公共放送と商業放送の二本建ての形態になつております。わが国のこれまでの

放送形態は、英本国のそれと非常に似ておりまして、私どもは英国のＢＢＣを放送事業における

先進として、大いに学んでおるのであります。それが今回の新しい法案によりまして、こうした

公共企業体を中心として、さらにこれに米国の自由企業の形態を配することになつたものであり

まして、これは主としてカナダ、濠州の例にならわれたものと拜察いたすのでありますが、ここ

に注意すべき点は、カナダ、濠州の場合におきましては、公共放送と商業放送とは明らかにその

目的、使命または地位、もしくは業務範囲を異にした立場で存在しているということであります。

三年ばかり前、対日理事会において数回にわたつて、日本の放送はいかなる形態で営まれるのが

平和的で、かつ民主的であるかという問題が審議されましたが、そのときもある代表は、單一の

国営形態が最も適当であるという意見であり、ある代表は、放送企業のいかなる形態が最も平和

的、民主的であるかということは、その国々の特殊なる事情によつて相違していて、一律には言

えないという意見を述べたのでありますが、まことにその通りで、いまだ世界中に放送の理想的

形態というものは存在しないのでありまして、各形態に一長一短があるわけであります。それゆ

え外国の立法例はいかに優秀な制度、形態であつても、日本の特殊な地理的條件、経済の現状、

文化の水準、放送事業の発展過程、並びに割当周波数と受信機の普及事情を無視しては、これを

適用するわけには参らないのであります。それゆえに放送が單一独占形態だからといつて、ただ

ちにこれを非民主的であると評したり、あるいはもし今新聞が日本に一つしかなくなつたらどう

か、それと放送は同じだなどと、單純に類推して批判するような種類の議論は、あまりにも放送

という電波科学の性能を無視した考え方であり、また新聞や世論が十分に発達した英国、少くと

もわが国よりはるかに発達した英国、その他諸外国の事実を無視した議論であることが、おわか

りになることと考えます。御承知のごとく英国にあつては、新聞や通信事業が実によく発達して

おりながら、放送は英国の事情に従つて、單一独占の公共企業形態をとつており、しかも英国の

放送は、世界中で決して他のいずれの国にも劣らぬ発達を見ておりますことは、自他ともに認め

るところであります。ことに英国ＢＢＣの第三放送のごときは、独占事業であればこそ初めてで

きる種類のものであり、これは他の国の放送がとうていまねのできない優秀なものなのでありま

す。さらにまたＢＢＣが放送や出版等によつて提供するニユースや情報は、その正確と公平、穏

健な点において、国の内外で好評を博し、英国のみならず、日本でも、さらに世界各国で大いに

利用され、敬意を拂われているところであります。 
 私はかような考えから、今回の放送法案は、初めに申し述べましたその趣旨を基礎として、放

送の公共性と、放送事業の自主性という二つの大原則を打ち立てて、実現されるべきものと信じ

ます。すなわち日本全国どこでも聞かれる公共放送を中心として、これに配するに自由企業の商

業放送をもつてし、両者の短を補い、かつ両者の長を十分発揮せしめるという趣旨であろうと拜

察いたします。この意味におきまして、この法案は確かに進歩的な、また野心的な法令でありま

して、私どもはそれが国民全体の利益を増進することであり、少くともそれが国民大衆の利益、

利便を現実にそこなわない限り、新しくできるであろうところの商業放送に対して、協力を惜し

むものではありません。ＮＨＫは世間でいろいろと手きびしい批判をこうむつてはおりますけれ

ども、何と申しましても、わが国においては唯一の経験者であり、しかも二十五年という世界の

放送史上で比較的長い経験を有する事業体でもありますから、私どもは今後商業上の目的をもつ
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て新しく放送をお始めになる他の事業体に対しましても、その健全な発達に及ばずながら欣然御

加勢いたしたいと考えるものであります。私どもはこの見地から、放送事業の各部門について、

具体的な協力方法の検討を進めたいと考えておるのであります。 
 しかしながらこの法案について、一部でＮＨＫに対する保護が過ぎるということを耳にいたす

のでありますが、それはおかしいことであると思います。ＮＨＫに対する保護とは何か。それは

国民全体の利益のみを目標とする公共放送の保護、国民の保護ということであります。国民の保

護が過ぎるということは、まことにおかしな考え方であります。私どもは国民中の一部分の人々

の利益を考える前に、国民全体としての利益を考えなければならないと思います。公共の利益を

優先せしめるという天下の公理は、新憲法にも明らかにされております通り、この法案をも貫く

根本的な精神であると考えております。そうでなければ、われわれは二兎を追つて一兎をも得な

い愚を侵すことになることを恐れるのであります。 
 ＮＨＫは巷間に若干誤り伝えられておりますような、ことさらに電波の独占を企図しているよ

うな事実は毛頭ありません。ただ日本という特殊な地理的條件のもとに発達しました放送事業が、

限られたわが国への電波の割当範囲内で、しかも国民の経済的負担能力に相応した簡易、低廉な

受信機の普及しております実情のもとにおきまして、いかにすれば混信なしに、しかも国民に犠

牲と過度の負担を與えないで放送が行えるかという観点から、検討している次第であります。従

いまして商業放送を行うために、混信による聽取者の迷惑もやむを得ないとするような議論は、

はなはだ遺憾とするものであります。放送は電波を使用する事業であります以上、混信を前提と

するがごときいかなる議題も設備も計画も、国の政策としては成立ち得ないと考えるものであり

ます。 
 またＮＨＫの第二放送網拡充の五箇年計画も、昭和二十三年に計画され、目下進行の途中にあ

りますが、この進行途中の第二放送の形を指摘して、その効用は充分でないから、これを分割し

て、他の事業体の運営にゆだねようとする御意見や、また商業放送局の所在地にはＮＨＫの第二

放送を中止せよとする御意見もあるようでありますが、ＮＨＫの公共放送は、地域的に見まして

全国を対象とする全中プロがあり、数県をブロツクとする管中プロがあり、また一県一地方を單

位とするローカル・プロがあるのであります。また聽取者の階層、年齡、職業、教育程度の区別

に基づく特殊な対象別につきましても、それに当てはまるような報道、教養、娯楽の番組のため

には、第一放送のみでは国民聽取者に選択の自由が與えられないばかりでなく、とうてい番組は

編成し切れないのでありまして、このため第二放送網の完成を急いでおり、この完成をまつて、

第一放送と第二放送による表裏一体の公共放送網を国民大衆に提供して、その要望にこたえよう

としているのであります。 
 次にぜひ申上げたいのは、放送の自由、つまり企業の自主性保障の点であります。放送の自由

は、單にその番組の編成を保障するのみでは、決して達成されるものでありません。企業全体を、

その組織や経営や人事や財政の面で、事業体の自主性を確立しなければ、自主独立の放送という

ことは成立ちません。この点で新しい法案の規定は、若干御再考を煩したいと希望するものであ

ります。たとえばこの法案では、日本放送協会の重要な問題を国民的基盤で審議させる方式とし

て、経営委員が任命されておりますが、この協会の経営の最高機関であります経営委員会は、法

案によりますと、その決定は何一つとして最終的な決定とはならず、その議決事項はいずれも、

政府機関や国会の承認や認可を経なければならないことになつておるのでありまして、これでは

経営委員が国民大衆の代表として、公共放送の運営に参加しております目的は、一体何であるか

にとまどうのであります。経営委員会は最高機関として、国民のために方針を最終的に決定する

ことが、公共放送のあり方として適当であろうと存ぜられます。 
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 次には、公共放送に対する監督行政の一元化についてであります。この法案によりますと、監

督行政の主管の官庁は、一応電波監理委員会でございますが、さらにこの他に国会、内閣、大蔵

省、会計検査院にも、認可や承認や検査を受けなければならないことが、多数あるようになつて

おります。これでは、それぞれの機関がそれぞれ独自の立場で監督に当られたり、さらには一つ

の事項につきましても、二つも三つもの複雑な監督を受けます場合などは、協会がその間に立つ

て困難いたすばかりでなく、協会事業が停滯させられることも予想され、ひいては放送事業の健

全な運営が阻害されるおそれも出て参るのであります。特に機敏に仕事を進めてこそ、初めて放

送のような動きのはげしいものの使命が果されるのでありますから、監督機関の複雑さはどうぞ

一元化して、すつきりとした形にしていただきたいと希望いたします。 
 なお協会の予算、事業計画、料金決定の手続についてでありますが、公共放送が国民生活に至

大の影響を持ち、その事業計画や予算が、国民の文化、経済につながつておりますだけ、国民の

代表であられる国会の批判の対象となりますことは、当然と考えられるのでありますが、しかし

財政的にこれを国家予算と同一な高さで、国会の御審議を願うこととしてありますことは、やや

複雑に過ぎるのではないかと思われます。率直に申し上げますと、聽取料金はガス、水道、電気

と同じく、主務官庁が認可し、事業計画や收支予算は経営委員会がこれを決定し、さらにはこれ

らの事業の実績を国会に報告して、その御批判をいただくというのが、放送事業の機動性にも合

い、かつ監督のあり方としてもバランスを得ているのではないかと存じます。 
 放送のごときものの公共性は、監督の嚴重さで維持するということよりも、経営委員への信頼

と、国民の直接の批判の声、または国会の御批判を仰ぐという形の方が、これを維持するのに適

当な、かつ実際的な方法であろうと存ずるのであります。 
 以上貴重なお時間をいただいて述べさせていただきましたが、なおさらに小さい部分の意見に

つきましては、文書をもつてお手元に差上げたいと存じます。 
 これを要するに公共放送の対象であり、目標とするところは、国民自身でありまして、決して

ある一部の広告主でもなく、資本家でも企業家でも投資家でもなく、あるいはある一定の主義や

ある主張を追究するところの団体や個人でもないのであります。どうぞこの国民全体を対象とし

て純粹に国民の利益を代表する公共放送の運営の点に、遺憾の点がありませんよう、電波という

特殊な複雑微妙な科学の世界で仕事をいたしますのに、最も適当な方法を御考慮願いまして、か

かる公共放送が十分にその公共性が保障され、同時にまた国民奉仕のこの文化財が、十分にその

機能を発揮できますような自主性が保障され、確立されますよう、国民の代表者たる皆様の深い

御理解と、御考慮をお願い申し上げて、私の陳述を終ります。（拍手） 
 
 
参議院電気通信・文部委員会（昭和２５年２月１５日） 
 
○政府委員（網島毅君） 放送法案の概要を御説明申上げます。 
 放送法案は、その第一條に示してございますところの放送の三つの原則に従いまして、放送を

公共の福祉に適するように規律いたしまして、その健全な発達を図ることを目的として立案され

たものでございます。この法案は、放送の経営及び規律に関する各国の例を研究調査いたしまし

て、その長所を採り、且つ我が国の国情も十分考慮いたしまして立案したつもりでございまする

が、この放送立法につきまして、世界に一つの新例を開くものではないかと考えておる次第でご

ざいます。 
 この放送法案の特色といたしまするところは、第一には、我が国の放送事業の事業形態につき
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まして、全国津々浦々に到るまであまねく放送を聽くことができるように放送設備をいたしまし

て、全国民の要望を満たすような放送番組を放送する任務を持ちますところの、国民的な公共的

な放送企業体を一つ作りまして、これと対照的に、個人の創意と工夫とによりまして自由闊達に

この放送文化を建設高揚する自由な事業としての放送企業体、いわゆる一般放送局或いは又民間

放送局というものを配しまして、この二つのものがそれぞれお互いに長所を発見すると共に互い

に短を補いまして、お互いに啓発し合うことによつて、国民が十分この放送文化の福祉を享受で

きるようにということを冀つて立案されたのでございます。 
 次にこの公共的な放送企業体といたしましては、現在我が国の放送を独占的に実施しておりま

すところの日本放送協会が、今日約六千人の社員によつて構成される社団法人でありますが、新

たにこれに代りまして、全国民に基盤を持つ公共的な、特殊法人であるところの新らしい日本放

送協会を設けようというのでございます。そうして現在の社団法人日本放送協会の設備、人員、

権利、義務等の一切をこの新らしい日本放送協会に移しまして、現在の社団法人日本放送協会は

解散するものといたしたのでございます。従いまして新らしい日本放送協会は公的の性質を持つ

たものでございまして、全国民が国会を通じましてその業務の運営、財務等につきまして必要な

監督を行うことができるように考えられておるのでございます。 
 以上は放送法案の大要でございますが、更にこれに若干敷衍いたしまして申上げますと、放送

番組につきましては、第一條に、放送による表現の自由を根本原則といたしておりまして、政府

は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わないのでございます。放送番組の編集は放送事業者

の技術に委ねられておりますが、これを全然放任するというものではございませんで、この法律

でいわゆるラジオ、コードの根本と申しますか、その要点を規定いたしまして、放送の準則とい

うようなものを定めてございます。 
 次に日本放送協会の性格でございますが、日本放送協会はこの法律によつて目的が與えられ、

設立される法人でございまして、民法に基いて設立されるところの公益社団法人或いは又財団法

人というものでもございませんし、商法に基いて作られますところの会社というものでもござい

ません。この法律によつて日本放送協会、現在の社団法人日本放送協会から継承するところの財

産を運用しまして、経営委員会という議決機関、会長その他の執行機関等を持つところの特殊な

法人でございます。協会の行います業務は第九條に掲げてございまするが、その業務につきまし

ては特に嚴重な制限を設けまして、放送事業に関係あるところの事業に協会が大きな支配力を持

つたり、或いは又その事業の死命を制するということのないように、受信機器を認定したり、無

線用の機器の製造法者、或いは販売業者及び修理業者の行う業務を規律又は干渉するというよう

な行為を禁止しておりまするし、又放送受信用機器の修理場所も自由にはいたしませんで、電波

監理委員会が特定する場所に限つて行い得るようにいたしました。受信機修理業者の権利を保護

するように考慮されてございます。協会の業務の経営を民主的に行うために、協会には先程申上

げました経営委員会を置きまするが、この経営委員会は、協会の経営方針を決定し且つその業務

の運営を指導統制するものでございまして、委員八人と放送協会会長で組織されまするが、この

委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することになつております。この委員の任命を両

議院の同意を得るということにいたしましたのは、内閣総理大臣が自分独自の判断で一方的に任

命することのないように、又国民の代表でありまするところの両議院の同意によつて、国民の意

思がそこに反映されるというように冀つたのでございます。又委員を選任する場合には、放送が

全国にあらゆる分野に関連する文化的な事業であり、且つ非常に公共性の強い事業でありまする

からして、文化・科学・産業その他各分野が公平に代表されるように考慮いたしますると共に、

全国を八つの地区に分けまして、その各地区から一人づつ任命されるように定めてございます。
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会長につきましては、会長は協会の業務を執行する最高責任者でありますが、議決機関でありま

すところの経営委員会と執行機関との一体制を保ちつつ協会の業務の合理的な円滑なる運営を図

りますために、この会長は経営委員会によつて任命されるということにいたしまして、又会長を

この経営委員会の構成員といたしておるのでございます。 
 
 
衆議院電気通信委員会（昭和２５年４月４日） 
 
○中村（純）委員 ただいまの点はそれで了承いたしました。 
 次には三十七條に関しまする問題でございまするが、この條文によりますると、協会の收支予

算、事業計画、資金計画は、電波監理委員会の審査を経た後に、内閣を経て国会に提出をして、

国会の承認を受けなければならないということに相なつておるのでございます。むろん日本放逸

協会は、これまでは社団法人という形において、運営をせられておつたのでございます。従来と

いえどもむろん公共的な性格を持つておつたことは間違いないのでありまするが、この法律の成

立を見ました場合におきましては、これはさらに特別なる立法による、特別なる公共的な性格を

持つた国民的な機関という性格がますますはつきりし、ますます拡充せられて参るのであります。

従いましてこの見地からいたしまして、この協会の事業運用に関する基本的の問題が国会に提出

せられて、その承認を受けなければならないということは、やはり一つの考え方であろうと私ど

も思うのでありますけれども、同時に日本放送協会の業務の内容というものは、いわば言論機関、

あるいは新聞通信社のような仕事に、非常に類似した内容を持つておるものでありまして、時々

刻刻に起つて来るところのいろいろの社会現象に絶えず遅れないで、マツチして運用されなけれ

ばならないところの、基本的な性格を持つておるものであります。加うるにこの協会の事業運営

の基本問題を決するにあたりまして、まず協会の内部において経営委員会が設けられ、さらにま

た電波監理委員会の審査を経ることになつておるのであります。しかもこれらの二つの委員会の

委員は、いずれも国会の承認を経て、委員が任命せられることになつておる。すなわちきわめて

民主的な形態と実質を持つた委員会において審査せられる過程を経て、そうして最終的に国会に

これが提出せらるものでありますので、かような点をあわせ勘案いたしまするときにおきまして、

国会において審査し、承認を受けるところの対象であるこの收支予算、事業計画、資金計画等は、

協会の事業活動の機動性と申しますか、自主性と申しますかを、十分に確保する必要があるとい

う見地からいたしまして、これらのものはごく要点的な部分に関するものだけで、十分にその目

的を達し得るものと私どもは考えておるのでございますが、その点についての政府の御見解を承

りたいのであります。 
 
 ＜中略＞ 
○小澤国務大臣 お答えいたしますが、この規定の中にあります毎事業年度の收支予算を、国会

の承認を経るというようにするのが妥当であるかどうかという問題でありまして、さらにもし妥

当であるとするならば、その提出するところの形態、あるいは実際の審議する目標は、どういう

ところに置いてあるかという御質問でありますが、この点につきましては、政府で立案するに際

しましても、いろいろ中村君の所論のような議論もありまして、相当検討もいたしたのでありま

すが、結論において、聽取料が法定化されまして、国民が法律の力によつて負担するという形、

ちようど国民の税金と同じような態勢を整える以上は、その取立てた聽取料の收支というものは、

国家、国民の代表である国会が、主管という形はよろしくないであろう。こういう意味から、一
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応承認を受けることが適当という結論になつたのであります。しかしながらこの公共企業体は、

單純に官庁行政と同じように考えることは、かえつてこの企業体の発展なり、運用というものを、

相当に阻害するおそれがあるのでありまして、どこまでもやはり企業体の形が望ましいのであり

まして、一つの彈力性をある程度持つということによつて、この事業が国民諸君に対する希望に

こたえるゆえんであると考えまするので、今申し上げました承認ということは、官庁の予算のよ

うに、たとえば款項目を設けるとか、節を設けるとかいうこまかい問題ではなくして、予算の大

綱というもの、この運営は大体この程度で行くならけつこうであろうという、国会の監査ができ

る程度のものを出せば足りる、こういうふうに考えております。しかもこの普通の国家予算とは

違いまして、款項目にわたつて修正をするとか何とかするというような問題ではなくして、結局

一括してイエスかノーかというような形、たどえば他の法律にもありますし、この法律にもあり

ますが、委員の任命については総理大臣が推薦して、国会がこれを承認しなければならない。そ

の承認と同じような範囲で、イエスかノーかということだけを国会で承認を願う趣旨であります。

従つて国会の審議に対しましても、予算委員会等に出る問題ではなくして、おそらく主管委員会

にこの問題を付託する場合には、かかるような構想で出しております。しかしこれは事国会に関

する問題でありますから、国会の方々の御意見も十分承つて、適当に処置をしたいと思つており

ます。 
 
 ＜中略＞ 
○中村（純）委員 ただいま国会の審議及び承認等の対象となるその事柄の内容につきまして伺

つたのでありますが、次にお伺いいたしたいのは、ただいま大臣の御答弁の中にも触れておられ

ましたが、国会における審議の手続と申しますか、方法の問題であるのであります。この種のも

のが国会の承認を受けなければならないということは、おそらくこれは他に類例のない処理方法

であろうと考えます。ことに事柄の本質が、だだいま大臣から御答弁のありましたように、これ

はむろん国家の予算そのものではないのであります。またいわゆる政府関係機関の予算でもない

と私は考えておるのでございます。何となれば、政府関係機関といわれておりますものは、各種

の公団あるいは鉄道、專売公社のごとく、その資本金が政府の出資にかかり、またその団体の收

支が、結局国の予算と直接の関連を持つておりまするものでありまして、この種のものは、形を

かえた国家予算であると考えてしかるべき本質を持つておるものでございまするが、この放送協

会の收支予算等に関しましては、これはまつたくその性質を異にいたしておるものでございまし

て、国家本来の予算、財政等とは無関係のものでありますがゆえに、ただいま大臣がその御答弁

において一端を触れられましたごとく、国会におきますところの審議の方法等につきましても、

ただいま申し上げましたようなこの事柄の本質に従つて、最も簡便直裁なる方法によつてこれが

審査せられ、承認が與えられるような手続になることが、当然であろうと考えておるのでござい

ます。この点は大臣のただいまの御答弁の中にも触れられておりましたが、事が重大な点でござ

いますから、なお重ねて御答弁をいただくか、さらにまた国会の法制局のお方のお考えも承るこ

とができれば、なお仕合せであります。 
 
○小澤国務大臣 この公共企業体が、專売公社あるいは日本国有鉄道と、どういうふうに性格が

違うか。こういう問題については、私は現段階では、設立の事情等からして、違つておると考え

るけれども、大きなねらいは同一だと思つております。いわゆる專売公社にいたしましても、日

本国有鉄道にいたしましても、公共企業体という運営が一番いい。そういう結論に対しては同じ

ものだと思いますが、従来の国有鉄道あるいは專売公社は、全部日本の政府の資金で発足し、経
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営して参つたものが、公社になつたのであります。これは政府では一文の出資もなくて、同じよ

うな公共企業体になるのでありますから、そこに違いがあります関係上、予算上の措置にいたし

ましても、一方は従来の官庁機構とほとんど同じような予算審議の仕方になつております。これ

は今申し上げた通り資金の関係が、政府は一文も出資しておりません。しかし公共企業体として

のねらいは、まつたく同じであります。そういう関係から、專売公社、国有鉄道と同じような審

議をするのではなくして、もつともつと簡單な審査を願うという趣旨でけつこうじやないかと思

います。たとえば労働関係法の適用にいたしましても、一方は行政機構からいわゆる公社になつ

た。これは一般組合から公共企業体になつたのでありますから、公共企業体労働関係法というも

のは、これには適用しないというような点も、趣旨は同一でありますけれども、今までの経過、

あるいは設立された出資金は非常に異なつております。片方は今まで民間の会社が、公共性を帶

びて公共企業体に近づいたものだ。一方は完全な行政機構であつたものが、だんだんに企業体化

されて来た。そこに距離があります。これがあるために審議にあたつても、それだけの違いが出

て来るものと考えます。 
 
○川崎委員 ただいまの中村君の質問と同様の角度からの質問でありますが、大臣からいま一度

明快に御答弁願いたいことは、三十七條二項によつて、内閣を経て国会に收支予算及び事業計画

及び資金計画を提出して、その承認を得なければならぬということになつておりますが、この文

面そのものを読んだだけでは、今中村君が質問された疑義が出て来るわけであります。ことに日

本国有鉄道法のこの條文とひとしい條文を読んでみますと、そのあとへ持つて来て、予算の形式、

内容については、大蔵大臣及び運輸大臣の協議によつてこれを定め、国会が承認をしたものに従

うというような意味のことがはつきり書いてあります。今の答弁によつて、ようやく全貌がわか

つて参つたのでありますけれども、答弁によつて初めて解釈が明らかになるというような法律で

は、私は不備ではないかということを感ずるのであります。何ゆえに三十七條の関連條項におい

て、予算の形式、内容についてはどういうふうにするということをうたわなかつたか。この点を

伺つておきたいと思います。 
 
○小澤国務大臣 お答えしますが、川崎君のお答えのように、うたうことも一つのりくつであり

ます。従つて私はまつこうから川崎君の考え方を反駁するものではないのですが、しかしながら

先ほども申し上げました通り、日本国有鉄道の方で予算の出し方までも設けたということは、ど

こまでも国家資本でやつたものであつて、形式的にはどうしても今までの国家の予算と同じよう

な程度で、国会の承認あるいは審議を仰がなければならぬという建前が、非常に大きく現われて

おりますし、私の方では先ほど申し上げました通り、これは政府の出資ではないのであつて、た

だ聽取料というものを法文化する以上は、やはりどうしてもその結末であるところの予算という

ものを、国会において一応承認する形でなければ、つじつまが合わぬという点を考えまして、む

しろ予算形式等を国がただ決定しまして、しかも国務大臣がその予算の形式まで定めるというこ

とになりますと、非常に官僚主義といいますか、政府の圧力が加わるような形になりますので、

むしろこれは避けて、こういう形式等もあまり用いないで、できるだけ実質的な形のものを出す

方がよかろう。こういう趣旨で出したのでありますが、しかし議論をいたしますと、川崎君の議

論は決してこれに反駁を加える議論ではないと思つております。感じからそういうような結果に

なつております。 
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衆議院電気通信委員会（昭和２５年４月７日） 
 
○高塩委員 ただいま議題となりました電波法案及び放送法案に対する修正案に関し、その提案

の趣旨並びに内容の御説明を申し上げます。 
 本委員会におきましては、昨年十二月二十二日及び二十三日、電波法案、放送法案及び電波監

理委員会設置法案の付託を受けまして以来、これら三法案が、わが国の電波行政及び放送事業の

将来を左右すべき重要案件たるにかんがみまして、十数回にわたる会議を開いて、政府との質疑

応答を重ねましたほか、電波監理委員会設置法案につき内閣委員会と、放送法案につき文部委員

会と連合審査を行い、さらに二月上旬、放送法案に関して二日間、他の二法案に関して一日間の

公聽会を開催、三十一名に上る公述人から意見を徴し、その他の国会に寄せられた請願、陳情、

意見書はもとより、新聞その他に現われました世評、輿論も、入手し得るものはことごとくこれ

を考慮の中に加えまして、愼重審議に当り、ようやく本月四日に至つて、法案に対する質疑を終

了したのでありますが、この約三箇月に及ぶ検討の結果、委員多数の意見といたしまして、電波

法案、放送法案の一案につきましては、政府原案はその大部分はこれを適切妥当と認めますが、

なお若干の点において修正を必要とするとの結論に達したのであります。よつてこれら委員相は

かりまして、両法案に対する修正案を作成し、電波法案については自由党、日本社会党、民主党、

国民協同党及び農民協同党の、また放送法案については自由党、民主党、国民協同党及び農民協

同党の各党共同提案として、本日ここに本案を提出いたした次第であります。以下右修正案の内

容に関し、概略を御説明申し上げたいと存じます。 
 まず放送法案に対する修正案は、本則二十二箇條、附則五項にわたる修正でありますが、その

中、主として立法技術上の理由によるものを除き、重要な修正点のみについて申し上げます。第

四條第一項は、訂正放送に関する規定でありまして、原案によれば、放送事業者が真実でない事

項の放送をした場合、その事項に関する本人または直接関係人から請求があれば、事業者は請求

を受けた日から二日以内に、訂正取消しの放送をするか、または本人等に弁明の放送をさせたけ

ればならないことになつているのでありますが、この規定は、実行上種々の障害を惹起するおそ

れがありますのて、修正案におきまして、訂正の請求は、権利の侵害を受けた場合に限ること、

請求の期間を放送のあつた日から二週間以内とすること、請求を受けた事業者は遅滯なくその放

送の真偽につき調査すること、調査の結果真実でないことが判明したときは、その日から二日以

内に訂正取消しの放送をすること、本人等の弁明放送は認めないことの五点にわたる修正を加え

たのであります。 
 第九條は、日本放送協会の業務に関する規定でありますが、修正案は、第一項第四号の協会の

研究活動の範囲を拡張して、放送番組に関するものを加え、第二項第四、五、六の各号と第五項

に関し、協会の業務範囲を明確にいたしました。第十六條第一項につきましては、放送と教育と

の密接な関係にかんがみまして、経営委員会委員選任の基盤分野に、文化、科学、産業と並んで

教育を加えることといたしたのであります。 
 第三十二條第二項は、協会が徴収する受信料は、月額三十五円とする旨の規定でありますが、

この金額は現行のものをそのまま踏襲したにすぎませんので、原案に盛られている受信料法定の

趣旨を貫くため、修正案におきましては、この規定を削除し、新たに第三十七條に一項を追加し

て、受信料の月額は国会が同條の規定により、協会の収支予算を承認することによつてこれを定

める旨を規定するとともに、附則に一項を設け、国会が受信料の額を定めるまでは、その月額を

三十五円とする旨の経過規定を置くことにいたしたのであります。 
 第四十四條は、協会の放送番組編集上の準則でありまして、その第三項は、いわゆるラジオ・
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コードに相当する規定でありますが、諸般の角度から検討の結果、修正案におきましては、公安

を害しないこと、政治的に公平であること、報道は事実を曲げないですること、意見が対立して

いる問題については、できろだけ多くの角度から論点を明らかにすることの四原則をもつて規律

することが、最も適当であるとして、原案に対し所要の修正を施したものであります。 
 なおこれとともに放送事業は民間放送といえども、高度の公共性を帶びるものでありまするか

ら、協会放送に対して要求されるこのラジオ・コードは、民間放送に対してもまた要求さるべき

ものであるとの見解に立つて、修正案は第五十二條の次に一條を設け、前述の四原則を一般放送

事業者に準用するごとにいたしました。 
 第五十條に関する修正は、協会解散の場合、残余財産は国に帰属することといたしまして、第

四十八條の規定による免税の根拠を設けたものであります。 
 次に電波法案に対する修正案は、本則十六箇條、附則六項にわたつておりますが、その多くは

立法技術上の理由に基く修正でありますので、御説明を省略し、重要なるもののみについて申し

上げることといたします。 
 第四十五條第三項は、無線従事者国家試験の免除に関する規定でありますが修正案は免除の條

件の緩和をはかるとともに、場合によつては試験の全部を免除することがきでることといたし、

第五十條第一項船舶無線電信局の通信長の資格條件についても、実情にかんがみ、若干緩和する

修正を行つたのであります 
 第七十一條は 電波監理委員会が公益上の必要により、無線局の周波数または空中線電力の指

定を変更する場合の規定でありますが、原案によりますれば、この変更は、当該無線局の目的の

遂行に支障を及ぼさず、かつ無線設備の変更を要しないか、軽微な変更にとどまる場合に限られ

ており、規定の運用上支障を生することが予想されますので、修正案は所要の修正を加えるとと

もに、変更によつて生じた損失は国が補償することとし、これに関する規定を追加いたしました。 
 第七十六條は、無線局の運用の停止、制限及び免許の取消しに関する規定でありますが、原案

においては、これらの処分をなす場合を電波法またはこれに基く命令、処分に違反したときに限

つておりまするのを、放送法関係の場合をも含めることに修正いたしました。 
 その他第百十二條、第百十五條の刑罰規定の一部の修正によりまして、刑罰の軽減をはかり、

附則に一項を加えまして、電波法施行後三年間、特定の近海区域においては、第二級無線通信士

が主任として国際通信に従事し得る旨の経過規定を設くる等に修正を行いましたほか、附則第一

項の施行期日を、公布の日から起算して、三十日を経過した日を改めたのであります。この施行

期日の修正は、法案審議の状況及び公布後の実施準備期間を考慮したものでありますが、放送法

及び電波監理委員会設置法の施行期日は、いずれも電波法施行期日と一致するようになつており

ますることを、念のため申し上げておきます。 
 以上をもつて修正案の御説明を終ります。 
 前にも申し述べましたごとく、この修正案は、本委員会かこの重要法案付託の使命にこたえ、

あらゆる角度から原案を精細に検討いたしました結果の集積でありまして、これによつて誤りを

正し、足らざるを補い、原案をより完璧なものにいたしたものと信ずるのでありまして、何とぞ

全会一致御賛成あらんことを希望して、私の説明を終ります。（拍手） 
 
 
参議院電気通信委員会（昭和２５年４月２１日） 
 
○中村正雄君 大臣にお尋ねしたいことがございますが、或いは今までの委員会で各委員から御
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質疑になつておる点があつて重複するかも分りませんが、そういう場合は簡単に御答弁願つたら

結講であります。 
 第一にお尋ねしたい点は、放送法案の三十七條以降の関係でありますが、協会の收支予算並び

に事業計画、資金計画、これは国会の承認を経なければならない。こういうふうになつておるわ

けでありますが、国会の承認を求める場合は国会の審議権というものはどういう点まで及ぶので

あるか、この点につきまして大臣の御所見を承わりたいと思います。 
 
○国務大臣（小澤佐重喜君） 中村君にお答えしますが、この問題は衆議院におきましてもいろ

いろ論議されたのでありまして、又政府から本案を提出する際にも相当検討された問題でありま

す。即ち法律的に考えますというと、このＮＨＫは大体日本国有鉄道、或いは專有公社というよ

うなものと同じ線に進むのでありますけれども、よつて生じました財産関係、例えば日本国有鉄

道、或いは專売公社というものは一切を挙げて国の支出にかかつております。併しこのＮＨＫの

方は御承知のように政府の出資というものは殆んどないのでありまして、すべてが民間の資力に

よつて育成発展して現状の姿になつておりますので、従つて国会或いは政府のその財政経理に対

する関与というものも、多少経過的には考えた方がむしろよろしいのではないかというような点

から、日本国有鉄道の予算を国会が審議するとは違つて、もつと軽い意味で見た方がむしろ将来

の協会の発展のためによろしいのではないか。こういう見地から例えば日本国有鉄道、或いは專

売公社のような予算の細目に亘る補正権というようなものを認めるような筋ではなくして、一応

極く大要の予算事項を報告いたしまして、そうしてこれを一括して承認を願うというような趣旨、

もつと具体的に申上げますならば、例えば人事の問題でよく最近の法律で政府が提案して国会が

これを承認するというあれがありますが、その程度の承認で、従つて款項目の修正とか何とかい

う問題は起さずに、ただ総括的に判断してイエスというか、ノーという程度の審議を求めるとい

うような見地でこの法案が出されております。併し文字そのものから見ますと必ずしもはつきり

しませんが、政府の考えは今申上げましたような構想になつております。 
 
 ＜中略＞ 
○中村正雄君 大臣のお考えでは国会に修正権なし、こういうふうなお考えであるかどうか、も

う一度聞きたい。 
 
○国務大臣（小澤佐重喜君） 政府の提案のこの法律案に関する限りはそうであります。 
 
 ＜中略＞ 
○中村正雄君 それは條文になければ仮に三十六條には協会の事業年度が四月に始つて三月に終

るということになりまして、三十七條では、事業年度の收支予算と書いてあるわけで、一般の国

の予算のような暫定予算を出して、国会の承認を得るということは規定がなければできないとい

うことは、一応考えられると思うのです。その点は別にしまして、次にお尋ねしたい点は、先程

大臣からこの收支予算なり、その他につきまして、国会に修正権がない、イエスかノーかだけの

審議であると、こういうふうにお考えになつておるといたしますれば、国会の承認を求める意義

がどこにあるか、言い換えればこの協会の收受する受信料というものは、大体税金と同じような

ものであるということは、基礎において政府機関でもないものに対しまして、会計検査をやらせ、

そして税金を使うのであるから、国会がすべてタツチしなければいけないと言つて、国会の承認

を求めている。そういたしますれば国会がこの予算を不適当であるからこうしなければならない
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ということの修正意見は、もう三十七條のところは、私はこの国会の承認を求めるという規定が

無意味になつて、そうであれば国会に報告だけでも何ら変らない。丁度決算報告と同じようにイ

エスかノーかだけをするのであるならば、国会の承認を求めるのではなくして、国会に報告した

らいいじやないかということになるのじやないか。従つてここに承認と書いてある以上はやはり

修正権もあるところの実際上の審議権がなければ私は三十七條の趣旨は一貫しない。この点につ

きまして再度大臣の御答弁を要求したいのであります。 
 
○国務大臣（小澤佐重喜君） これは報告というのは、全然国会に採決権がない問題でありまし

て、お話のように国会予算のように修正権がある制度は、国会の審議権がフルに活用される場合

であります。それから報告だけという場合には殆んど監査的な問題でありまして、内容を調査す

るというだけで積極的な国会の権力が及ばない場合です。私の今いわゆる承認というのは、その

中間の狙いでありまして、そうしてつまり予算を款項目まで査定権があるかということになりま

すと、国会の権力が余り公共企業体に注がれ過ぎまして、むしろＮＨＫの自主的な活動というも

のが、却つて困難になるではないか。その国会の承認でない、国会の報告という問題も政府部内

で検討したのであります。国会の承認を完全に得る、政府予算と同じようにするか、それとも報

告だけの承認をするか、而も国会には全然関係なく監理委員会だけの監督にするかという三つ、

四つの意見があつたのであります。そこで客観情勢等も考慮に入れまして、この四つの方法の一

つ、即ち国会の審議権がフルに活用する場合と、比較的概略的、即ち根本方針だけを承認するか、

不承認するかという真ん中をとつたような意味でありまして、これは考えようによつて厳格にや

るべしという見解に立ちますれば、どこまでも国家予算と同じようにやらなければならんだろう。

又ＮＨＫの先程も言つたような発達、而も財産的の発達から見れば、国会がそこまでせんでもい

いじやないかということにも、今言う通り聴取料が固定されるということから国会という問題が

出て来たのでありまして、その点等が参議院でも多少修正になりましたし、それから結局報告と

徹底的な審議権の中間の承認というところまで考えたような次第でありまして、どの議論も一つ

の議論であります。四つはいずれも立つのでありまして、要はどの程度に国会がＮＨＫの経営に

対してタツチすることが適当であろうかという一つの考え方が基本になつて、どちらにも議論が

立つと思います。まあ政府は今のような議論は盛んにいたしましたが、結論においてこの程度は

どうだろうということになつております。 
 
○中村正雄君 政府の考えは分りましたが、條文から言いますれば、その承認を受けなければな

らないといたしますれば、やはり審議をされて承認を受けるわけですから、やはり修正権はある

ものと考えなければならん。今まで各国会で議決を求めたり、承認を求めております案件との振

合いなら考えまして、これだけは修正権がないのだということになれば、特別な国会法の條文な

り、或いは法律の條文がなければ修正案は否定できないだろうと思う。と申しますのはこれと大

体同じようなものは、今問題になつております仲裁委員会の裁定の承認と同じような形式であろ

うと思う。従つて政府はこの放送法案につきまして、これは修正権がないものだとおつしやつて

おりますけれども、あの仲裁委員会の裁定につきましては、国会で修正ができ得るという建前を

政府はお採りになつておるわけです。それと同じようにこのままの條文であれば、政府はどうい

うふうにお考えになろうとも、法律自体から見ればこれは国会の審議を受ける以上は、修正も認

めなくちやいけないという結果になると思います。これは見解の相違になるか知れませんが、私

はそう考えておる。従つてもう一つお尋ねしたいのは、電波監理委員会が査定して、それから内

閣を経て国会に提出するとなりますれば、この事業年度の收支予算なり、事業計画なり、資金計



 26

画は内閣の責任で国会に出されるものかどうか、責任の帰属につきましてお尋ねしたいと思いま

す。 
 
○国務大臣（小澤佐重喜君） この問題は結局におきまして最近あります例えば公安委員会とか、

その他の委員会制度と政府との関係の問題になつて来るのでありまして、単にこの法律だけの問

題でなくなつて来るのであります。従つてこの問題に対しては憲法の解釈上いろいろな疑義があ

ろうと思うのであります。政府の意見ではありませんが、私共は日本の憲法は行政権は政府に帰

属しておる、そうしてその政府がこの行政権を行使するについて、国会を通じて国民に責任を負

うのだという、こういう建前から申しますと、むしろこの責任という、委員会制度というものは

果して日本の憲法の精神に合致しておるかどうかは相当疑問でありますけれども、現在も現行の

法律においても沢山ございまするので、とにかく内閣総理大臣の所轄に属するという意味におき

まして、一応の提出者たる責任は負うのだという建前で行つておりまするが、併しながら責任を

負うという半面には必ずその内容として、一つの権力がなければならんと思います。何の権利も

ないものが責任を持つということは法律上非常に合致せない考え方であると思いますが、併し現

行制度の中におきましてはすでに古くからそうした制度が採用されておりますので、少くとも提

出者たる政府が、その提出したということについては責任を負うのだ。それではその提出した内

容が委員会で決定したものであつて、その委員会の決定が非常に国民に責任を負わなければなら

ないようなことのある場合は、どうかといいますれば、そうなると非常に法律的に困難と思いま

すが、一応提出者たる政府は提出者たる限度において責任を負うべきだというような解釈にして

おります。併し私個人の法律論では余りびしつと来ない法律論でありまして、従つてこれ以上言

うと政府の根本的な考えと離れるようなことになりますので、大体私の個人の意見を参考として、

現在政府の考えておる責任の所在というものを、少し一般の責任よりは軽く考えていいのではな

いかと、こういうように思います。 
 
○中村正雄君 私は特に三十七條の点について、これはこの原案がいけない、国会の議決を要す

る事項にしない方がいいというふうに今まで主張しました点はそこにあるわけで、今大臣がおつ

しやいましたように、提出の責任だけは政府が負うけれども、内容についての責任までは今の場

合には負い得ないというようなお考えらしいので、軽い意味の責任とこうおつしやいますけれど

も、併し国会が審議する場合におきまして、国会が相手にするのは行政府しかありません。従つ

て具体的な実際上の問題を取りましても、然らばこの案件の提案理由の説明なり、内容の審査に

つきまして、答弁を要求した場合に誰が答弁するわけなんですか、その点一応お伺いしたいと思

います。 
 
○国務大臣（小澤佐重喜君） 一応いわゆる内閣総理大臣の所轄に属しておりまするから、恐ら

くこれに関する主管大臣が、担当大臣が出て来ると思います。従つて一応の正式な政府としての

答弁は、この所轄の大臣若しくはそれに関連する政府委員がやることになると思うのであります。

併し現在もありまする通り、人事院の問題につきましても、政府が一応提案者にはなつておりま

すが、実際の人事院における行政の内容の詳細になつて来ると、やはり人事院の方から出て来る

と同じように、やはりこの監理委員会から出て来る、それでも分らん場合はＮＨＫとの代表者も、

或いは参考人とかいろいろな意味において、政府委員ではないですが参考人とか何とかの形で、

国会の審議を妨げないような措置は事実上講ぜられるのではないか、こう考えておりますが、そ

れはただ事実上審査の問題であつて、責任をどうこうというような問題になつて来ますれば、先
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程の憲法論のように考えております。 
 
○中村正雄君 人事院の問題であれば、人事院はこれははつきりした国家機関なんですから、政

府委員になり得るでしよう。併しこの場合ですよ、ＮＨＫはどういう形におきましても国会に対

する政府委員にはなり得ないわけです。電波監理委員会はどうか、これは研究いたしておりませ

んけれども、少くとも証人とか、参考人で国会が自主的に呼ぶ場合は別でありますけれども、提

案者に対しまして提案の趣旨を聞く場合に……一応提案の、政府は責任を持つけれども内容につ

いての責任は負い得ない、そういうような国会の審議というものが、案件の審議というものが、

実際問題としてあり得るだろうか。そういう意味におきまして、この三十七條の規定は非常に巧

妙にできておるようであつて、実際は現在の国会の審議の組織の中に非常な異例な問題になつて

来ると思います。仮に鉄道公社にしましても、專売公社にいたしましても、当該大臣がその責任

を負い、又政府機関であります関係上、これは当然その責任者は来て答弁できると思うんですが、

ＮＨＫはこれは完全な政府機関とか離れた、国家機関じやないわけなんですから、そういう問題

で政府がその実質上の責任を負えないものを国会に出して審議するというのは非常におかしな問

題になつて来るだろうと思います。これは幾ら議論をいたしましても、大臣が自信のないお答え

でありますので、この点については一応打切りますが、この收支予算と関連しまして、衆議院で

修正されました受信料の問題でありますが、これも一応国会で決定するようになつておりますが、

受信料を決定する場合には、これは收支予算と事業計画、資金計画に関連すると思うんです。ど

ういうふうに出して来られるか知りませんけれども、一応考えられる点は、今の三十五円ではや

つて行けないから五十円にしようという点、受信料を五十円にしまして、收支予算を組んで出し

て来る、こういう形態になると思うんです。受信料の決定と予算の決定とか同時になれるという

わけになりますが、そういう場合に鉄道の運賃でありますれば、政府がこういうふうにして下さ

いと言つても、国会はこれでなくちやいけないと言つて運賃の変更には国会の審議権があるんで

すが、それと同じように收支予算ではこれではいけないということになりますれば、受信料の決

定が国会の審議にかかつておる。仮に五十円に申請した場合に、四十五円が妥当ということは国

会によるのだ、五十円はいけないとすれば、五十円はイエスかノーじやなくして、受信料の決定

は何円にすべきかということがあり得るのじやないかと思われるんですが、この点大臣はどうお

考えですか。 
 
○国務大臣（小澤佐重喜君）  
 ＜前略＞ 
要するに国会が余り詳細な権能をこの中に入れぬ方がむしろ妥当ではないかという見地からして、

そういう矛盾が出て来るのでありますが、併し政府予算と違いましてＮＨＫのは三億程度のもの

でありますし、歳入といいましても今の聴取料が基本でありまして三十何億でありまして、割合

にそれが今のような場合におけることを考慮に入れましても、国会では四十五円なら承認すると

いうような工合に直ぐ出すくらいなことは、そう困難ではないと思うのであります。だけれども

一審正確なのは、これは審議権全部を認めましてやることが一番よろしいと思います。国会の審

議だけを考えますれば……そういうことになりますと、大体この予算の編成方針も法律で一応決

めなくちやならないと思います。例えば款項目をどうするかというようなことは法定しなくちや

いけないと思います。そういうふうに行きますと次から次へ財政法の適用というようないろいろ

なことになつて来ますので、政府の関与する範囲、国会の関与する範囲が国家機関と少しも違わ

なくなるというようなことから、今のような措置を採つたのでありますが、それはどつちへ行つ
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ても議論になるわけでございます。私共は単に中村君の考えを否定する趣旨でもありませんけれ

ども、この程度でいわゆる監督も国会の監督権、政府の監督権をこの程度にとどめたらいいんじ

やないかという感を一つ理論化したまでであります、理論ではどつちでも参ります。そういうよ

うな場合には今話した通りどうも五十円では駄目だ、四十五円なら恐らく通るというような場合

は四十五円を基本として案の出し直しをするというのが、今の建前であります。 
 
○中村正雄君 そうしますと、受信料については国会は変更の権限はない、イエスかノーかだけ

の審議権しかないと、こういうふうにお考えになつておるわけですか。 
 
○国務大臣（小澤佐重喜君） それは政府原案は御承知の通り法定化されましたが、これは当然

国会の審議権の対象になるのですが、衆議院の修正案を基本といたしますというと、少なくとも

今後の予算に対しましては附則でありますが、御承知の通り附則の適用を受けるうちは別であり

ますが、附則の適用を受けなくなつた場合はそれは修正権がなくなる。その場合に総括的にこれ

は不承認となりますから、不承認になつた場合には予算編成方針から見ても適当だという四十五

円の再提出をするつもりで私の方は考えております。 
 
○中村正雄君 今審議しておりますのは衆議院から送られました修正案が中心なんです。今後の

受信料の決定につきましてはいわゆる修正権はない。イエスかノーか收支予算と同じなんだ、こ

ういうふうにお考えになつておるわけですか。 
 
○国務大臣（小澤佐重喜君） そうです。 
 
○中村正雄君 もう一つお尋ねしたいのは、そういうふうにＮＨＫの事業計画、收支予算すべて

国会の承認を経なくちやいけない。こうなつて来ますると、この法案の根本でありまするこの公

共放送というものを政府機関にせずに不偏不党のものにしなくちやいけない、どこまでも中正を

保たなくちやならないという趣旨からできておるこの協会の公共放送というものが、やはり国会

のそういう予算、事業計画まですべて承認を経なければならないとなりますれば、実際問題とい

たしまして、そのときどきの多数政党に対して色眼を使わなくちやいけない。又いつも不偏不党

であらねばならない協会が、やはりときの政府に対しましてどうしても隸属するような形を取ら

なくちやいけないという結果になると思うのです。国会の承認というのは御承知のようにやはり

多数決の承認であります関係上、多数党に対しまして協会が近寄らなければ協会の事業計画もで

きないというようなことになります。国会の承認をあらゆる面について認めていることが、放送

法案の骨子であるところの公益放送の中立性ということを阻害する。こう思うわけですが、この

点につきましてどういうふうにお考えでありますか。 
 
○国務大臣（小澤佐重喜君） 先程もお話した通り、国会のいわゆる監督権、或いは政府の監督

権というものを、この公共企業体にどの程度に発動することが適当か、これが根本の問題であり

ます。私も原則といたしましては国会には承認を受けない方が適当であるという意見を持つてお

つたのです。これは政府の内部を暴露するものですが、併しいろいろと検討いたしました結果、

客観情勢は、いわゆる少くとも公共企業体というものには税においても特典を与えております、

それから独占事業であります。それでこういうような、経営に特別の利益を与えているものに対

して、国権の代表機関が全然監督しないで放任するというようなことは、国民に対して或る程度
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無責任というような形も出て来るのではないか、というふうな意見が強くなりまして、この客観

情勢が私共の考えとは違つた形になつておりますけれども、併しながらそれを以て私は言い逃れ

をするつもりはありません。結論においては、今まで言う通り程度問題でありまして、実は中村

君の考えを考慮しながら、できるだけ干渉の範囲を少くしよう。そうして今のような弊害の出る

ことを少くしようというような意味から、むしろ款項目の審議権もなく。又修正権もないという

ような形を取つたのでありまして、気持だけはそこに現われているつもりであります。従つてそ

うした場合における運用を、十分今中村君の御指摘になつた国会或いはときの政府が、この公平

であるべきＮＨＫの運営に対してできるだけ政府の手、或いは国会の手が伸びないような姿で運

用するように進まなければならんと現に考えております。 
 
 ＜中略＞ 
○中村正雄君 具体的にお尋ねしたいのですが、社会通念によつて決する場合の社会通念の基本

となるべきものはいろいろ考え方はあるだろうと思います。聴取者が聴きたいということを主眼

としたところの社会通念もありましようし、或いは宣伝ということを基礎とした社会通念もあり

ましようし、いろいろあるわけで、抽象的なことによつて判断できないので、一応今政府委員の

御説明のように電波監理委員会が細目を決定するというわけでありますが、一応具体的にお尋ね

したい点は、ＮＨＫがやつておる現在の放送を基礎にいたしまして、この放送で今後できないよ

うな放送があるかないかという点につきまして一応お尋ねしたい。言い換えれば現在やつておる

ＮＨＫの放送で、これが民間放送ができた場合、広告放送に移るべきものがあるかないか。具体

的事例につきまして政府の御答弁を願います。 
 
○政府委員（網島毅君） 現在日本放送協会がやつておりまする具体的な番組について、それを

お話しするようにという御質問でございまするが、実は先般も申上げましたように、現在日本の

政府は日本放送協会の番組につきまして監督権を持つておりません。従いまして今日まで番組そ

のものにつきましてこれを監督的な意味合において検討したことはないのであります。従いまし

て現在直ちにその番組のどの部分をどうするということを申上げることはできないのでありまし

て、この問題は一に今後の電波監理委員会が非常に広い知識経験を持つた方々から選ばれるわけ

でありまするから、それらの方々にその社会通念に従いまして正当な判断をして頂くのが一番適

当ではないかと存じておる次第でございます。 
 
 
参議院電気通信委員会（昭和２６年２月９日） 
 
○新谷寅三郎君 二、三お尋ねしたいことができたのでございますが、電波監理委員会のかたに

先ず伺いたいのは、近く放送法によりまして日本放送協会の予算とか事業計画等につきまして国

会の承認を求められる手筈になつております。これはこの国会としては初めてのことでありまし

てこの法律を見ましても必ずしも手続までは明瞭になつていないのであります。従来こういう国

会の承認を要する事柄につきましては、案件によりましていろいろ扱いかたが違つたことがある

のであります。私どもこの法律を運用して参ります場合に今後の先例にもなることでありますか

ら、この承認を求める件の取扱について特に本国会においては注意して扱つて頂きたいと思うの

でありますが、ここでお伺いいたしたいのは、この承認というものについて政府がどういうふう

なお考えを持つておられますか。 
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 二三例を挙げて申上げますと、承認を受けなければならない、承認の要求がありました場合に、

国会としてこれを修正をして承認をする、ということについて勿論差支えないという意見もあり

ましようし、或いは総括的に同意、不同意の意思を表示するのにとどめるのだという意見もある

と思うのであります。昨年来国鉄の裁定承認をめぐりまして政府側のそれに対する解釈もいろい

ろ変つて来ております。そういう例もありますので、この修正をして承認をすることが可能であ

るかどうかということは、本委員会としても決定をしておかなければならんことだと思うのであ

ります。それからこの承認を受けた場合に、修正承認とか、或いは全体の承認とかは別といたし

まして、承認を受けた場合に政府はその承認に基いてどういうふうな実際的な手続きをされるの

でありますか。即ち單に日本放送協会の收支予算とか、事業計画、資金計画を承認されたという

ことを官報に公示されるのみにおとどめになるのか。承認せられた收支予算、事業計画、資金計

画を公示されて、この内容の計画に対して承認があつたのだということを国民一般に示されるよ

うな方法をお取りになるのか。そういつた問題が考えられるのでありまして、これについては政

府のほうでもいろいろ御研究中だと思うのでありますが、政府の見解によりましては、この国会

における取扱についてもいろいろ考慮すべき問題がありますので、一応その御見解を伺つておき

たいのであります。 
 
○政府委員（富安謙次君） お答えを申上げます。 
 お尋ねの放送法第三十七條によりまする、協会から出て参る收支予算、事業計画、資金計画、

それを国会の承認を経なければならないとあるが、その承認という意味はどういう意味であるか。

例えて申すならばこれを修正するというような権限を国会が持つておるものと解するのかどうか

というお尋ねの御趣旨であつたように存じております。その点につきましては、私どものほうの

見解といたしましては、この承認というのは極く通俗の意味に申しまする、私法律は極めて不案

内でありますけれども、この承認の意味は同意というような場合に取つておるのでありまして、

只今御例示になりましたような、これを修正する権限というような点になりますると、そういう

意味ではない、言い換えますればこれを全面的に同意をするか、又不同意を表するかいずれかで

あつて、その内容に立入つて、例えば国家の予算を国会が審議なさるような工合に修正をすると

いう意味ではない。そのために承認というような言葉を特に用いたとかように解しております。

併しこれは放送協会というものに対する国会の、極く通俗の意味における監督の親疎厚薄の程度

をどの程度まで深めて参るかということに触れるのでありまして、立法の当時にも相当突込んだ

議論があつた事柄であるように私は伺つておるのであります。他の政府委員にして当時その立法

のときに御審議の席上でいろいろ御説明を申上げたりしたのを記憶しておりまするので、その当

時の詳しき経緯、結論等につきましては他の政府委員から御説明をさせて頂きたいと思いまする

けれども、私としまして結論的に申しまするならば、只今申しましたように全面的にイエスかノ

ーかという意味を承認という言葉でこの場合には表現しているのだ、かように解しております。

尚詳細の点につきましては他の政府委員かた御説明をさせて頂きたいと存じます。 
 
○政府委員（網島毅君） 当時の放送法り立案のときに、当時の政府委員といたしまして国会に

おきまして御説明を申上げた関係上、只今委員長から申上げた点につきまして多少補足させて頂

きたいと思います。 
 只今委員長から御説明のございましたように、放送法の第三十七條におきましては、国会の承

認を受けなければならないという言葉を使つてございます。当時この承認という意味はどういう

意味であるかということは、国会におきましてもいろいろ論議されたのであります。私どもの当
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時の見解といたしましては、御承知のように国の予算につきましてはこれは議決という言葉を使

つております。又公共団体の一つとしての国鉄の予算につきましても、やはり国会の議決という

言葉を使つております。放送協会につきまして特にこの承認という言葉を使いましたのは、国の

予算と違いまして、これは国会に提出いたしましてその一括、同意、或いは不同意を得るという

意味合からこの言葉を用いたのでありまして、御承知のように国の予算或いは国鉄の予算等につ

きましては、大蔵省におきまして適当な調整を行い、これを国の予算と一緒に国会へ提出して、

予算委員会におきましていろいろ御審議願うことになつております。ところがこの放送協会の予

算につきましては国は修正を行わないのでありまして、第三十七條にもございまするように、電

波監理委員会において意見があれば意見を附して、そうして内閣を経由して国会へ提出して承認

を受けるということになつておりまして、大分その手続が変つております。 
 なおこの問題につきまして昨年の四月四日の衆議院の電気通信委員会におきまして、当時の中

村純一委員からこの点につきまして質問がございました。それに対しまして小澤国務大臣からこ

れは一括同意を求めるという意味である、例えばいろいろなこの委員会その他の委員の任命につ

きまして、政府が国会の承認を得て委員を任命するということがございまするが、その承認はこ

れは同意、不同意であるということであつて、この人をどう、あの人をどう、この人をこういう

ふうに入替えるというような意味までは含んでおらない、それと同じような意味であるというこ

とをはつきり申されまして、当時の衆議院の電気通信委員会におきましてはそれでよろしい、委

員会としてもそういう方針で考えるということをはつきりきめられておる経緯もございます。 
 併し只今申上げましたのは立法当時の立法者側の考え及び国会でいろいろ行われました当時の

模様でございまして、これを今後どういうふうに運用するかということにつきましては、なお私

どもといたしましても十分考えなければならん点がございまするし、又当国会の委員会におきま

してもいろいろ御研究されておることと存じます。先ほどもお話ございましたように、同じよう

な承認という言葉を使いながらも、国鉄の裁定のときには国会において修正承認をされておる例

もございます。従いまして尚この問題につきましては今後私どもも十分研究し、又皆さんの御意

見を伺いまして最も適当と思われる手続をとりたいというふうに考えておる次第であります。 
 
 
衆議院電気通信委員会（昭和２６年３月１日） 
 
○松井（政）委員 大体数字を見ますると、ただいま説明をお伺いしたように、非常に収納率が

高く上つておりますし、さらにわれわれが予算を承認するかしないかという場合におきまして、

これはこの予算から見ると、受信料以外の収入がほとんどないのでありまするから、受信料を中

心にして収入をきめ、支出をきめて運営するということになるので、これが収入に関する率も度

合いが甘過ぎたり、あるいはここに狂いが出ますと、支出予算に狂いが出るわけであります。そ

こでただいまお伺いしたのでありますが、過去の実績及び九百五万を当初として、九百五十万と

押えて、九八％の収納率で行く。従つてこの数字にはいろいろの角度から、大体狂いはないと説

明になられましたので、大体了承するのでありますが、これはもしこの数字に狂いのないように

確実に運営していただかないと、われわれが承認はしたが、収入面で狂いが出たので、支出の方

に大いに狂いが出るということになれば、理想的な運営ができないことになりますので、これは

希望条件ですが、申し上げておきます。 
 それから支出の方について、具体的な問題についてお伺いいたしたいのであります。第一番に、

番組でありますので、古垣さんにお伺いいたします。本年度は放送費のうちの番組費が非常に多
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くなつております。先ほど来同僚議員の質問に対して、お答えを願つておりますので、ある程度

了解をいたしたのでございますが、さらに番組の編成については、国民の階層が、高度の文化を

求める階層と、活字では納得することができないで、耳によつて文化を吸収しようという国民階

層があるので、非常に御苦心をなされていると思いますが、私は総体的な問題についてお伺いし

たい。番組について、はたして協会自身の自主性のもとに、一切が行われるのであるかどうか、

それとも番組の問題については、関係方面等のサゼスチョンあるいはその他の関係を考慮しなけ

ればならないものがあるかどうか、この点についてお答えを願いたい。 
 
○古垣参考人 お答えいたします。番組の重大性は仰せの通りでありまして、新しい放送法によ

つて、私どもは編集権の自主独立ということを与えられておりまして、法律によつて規定される

以外には、何ものからも侵されてはおりません。ただ御承知のように各方面の内外――関係方面も、

あるいは国内でも、いろいろな知脳をしぼり、御意見を伺つて、真にわれわれが独善でない番組

にしたいという面で、外部の参加をお願いして、参考にして、われわれの自主性のもとに番組を

決定しております。 
 
○松井（政）委員 重ねてお伺いいたしますが、そういたしますと番組編成にあたつては、協会

の自主性が完全に確立しておるという解釈をしてよろしゆうございますか。 
 
○古垣参考人 その通りでございます。 
 
 
参議院電気通信委員会（昭和２６年３月８日） 
 
○新谷寅三郎君 電波監理委員会の委員長にお尋ねいたしたいと思うのでありますが、前回に私

からお尋ねをいたしまして委員長からの御答弁があつたのでありまして、その承認要求の件を審

議いたしますに当わまして、国会がこれに対して修正権があるとか、或いはないとかいうことで

ありますが、委員長と多少意見の違いがあつたように記憶いたしております。その後私も更に研

究をいたしまして、又この前の委員会で寺尾委員長から報告がありましたように、委員会ではご

ざいませんが、委員会のあとで御報告がありましたが、衆議院の電通委員長も同じような見解を

とつておられました。又これは非公式ではありましようけれども、ＣＣＳの当路者も大体同じよ

うな見解をとつておられます。なせ私が国会のほうで修正することができるという意見を持つた

かと申しますと、これは法律的に考えますると、両方に議論があると思います。併しこの放送法

だけを見ますると、要するにその内容がやはり国会において修正をしなければならん場合を予想

しておるように條文ができ上つておるというふうに考えるから申上げておるのであります。極く

簡単に申上げますると、単に日本放送協会の事業計画、資金計画等につきまして国会に提出して

承認を受けるということだけでありました場合には、私もその内容からいたして飽くまで国会に

修正権があるということを主張しなくてもいいのでありますけれども、この収支予算の中で一番

大きな問題、即ち国民一般に関係のありまするところの聴取料、受信料の問題が包含されておる

のでありまして、これが国会が収支予算を承認いたしますることによつて、聴取料が初めて決ま

るのだということに相成つております。この聴取料は法律の原案におきましては立法事項として

従来も考えられておつたのであります。その点は国会におきましても立法事項でやつて然るべき

であろうという見解も非常に有力にあつたのであります。それが国会において法案の一部修正を



 33

いたしました結果、收支予算の承認によつて聴取料がおのずからきまつて来るというような條文

に変つたことは御承知の通りであります。この聴取料の問題につきましては、例えば五十円が高

いかどうか。或いはそれをもう少し上げるほうがいいかというような問題。或いは下げたほうが

いいという問題、これは国会におきまして内容的に審議をして行くべき問題であります。これは

非常に不当に高かつたり或いは又不当に安くつても、そのために日本放逸協会が仕事が殆んどで

きないというような状態になりました場合には、これを適当なところに是正して行く必要がある

ことは言うまでもないのでございます。恐らく政府側ではその場合には、更に収支予算の出し直

しをして、そうして国会の承認を求めるべきじやないかということを言われますけれども、この

法律によりますと、国会で不承認になつた場合の規定が何にも書いてないのでございます。恐ら

く三月一ぱいに、そういうふうにして出し直しをいたしておりまして何回もおやりになりました

場合に、間に合うかどうかわからない。そうしますと国の予算でありますと、財政法等の規定に

よりまして前年度の予算を踏襲するとか、いろいろの規定がありますので、予算が通りませんで

も、或る程度国の財政はどうにか動いて行くという便法はあるのでありまして、これに関しまし

ては何らそういう規定がないのであります。そういう点から見ましても、私はこれは国会におい

て修正して、国会の責任において妥当と認めるところできめて行くことを法律では予想して、そ

ういう規定を置いておるのではないかと、こういうふうに考えておるのであります。併し結論と

いたしましては、先般申上げましたように、私はやはり衆議院の委員長が言われた修正権ありと

いう意見、又司令部の係官が非公式に言われた修正権があるのが当り前だという意見に、私も全

然同感なんでありまして、これは修正するとかしないとかという現実の問題を離れまして、法律

解釈として、今後国会はこういつた協会の予算、事業計画、資金計画を受領いたしました場合に

は、その議案に対しまして適当な修正を加える権限を持つておるという解釈をとつて行かなけれ

ばならんと考えるのであります。で、ほかの委員の御意見もありましようが、私はそういう意見

を持つておりますので、重ねて委員長にこの点に関しまして結論的な御意見を伺いたいと思いま

す。 
 
○政府委員（富安謙次君） お答えを申上げます。この国会の承認という意味につきましては、

前会にも私より私どもの存じのようを一応は申上げた次第であります。併しだんだん御意見を承

わつてみますると、又その後におきまして電気通信委員会の委員長の御報告にありました両委員

長の御意見、又関係の向きの係の人の意見というようなもりもありましたそうで、それらのこと

をだんだんと伺いまするというと、なおこの放送協会の予算の承認という意味につきましては考

究をする余地があるように、だんだんと考えざるを得なくなつておるのであります。ただこの問

題につきましては、放送法の国会を通りました当時におきましても、随分と詳しく質疑応答も重

ねられたようでありまするし、当時その法案の政府委員として御説明を申上げた政府委員もおり

ますので、この際にその立法の当時の経緯等につきても申上げることをお許しを願いまして、も

う少しこの問題を明らかにする助けにいたしたいと存じます。御了承を願います。 
 
○政府委員（網島毅君） この承認不承認の問題につきまして、先般の当委員会におきましてい

ろいろ御質問がございまして、その後我々電波監理委員会の内部におきましてもいろいろ研究い

たしましたし、又放送法立案当時からいろいろ関係されておりましたところの法律の専門家の御

意見をいろいろお聞きしたのでありまするが、法律的にはこの問題につきましてはいろいろな意

見がございまして、要するにその事柄によつて考えるのが適当ではないかというふうに結論を持

つた次第でございます。勿論この承認不承認という言葉の中にもいろいろな場合がございまして、
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例えば先般新谷委員が御指摘されましたように、国会の承認を得ていろいろな委員会の委員その

他を任命するような場合には、これは同意、不同意という意味に解釈されているのが通例でござ

います。ところで本問題は、これは国会の内部の手続、或いは議案処理の問題でございまするの

で、最終的には国会の決定になることと思うのでございまして、その国会の御決定に対して私ど

も決して異議を申上げるわけではございません。併しながらこの機会に私どもの考えも申上げま

して、十分御参考にして頂きたいと存ずるのであります。と申しまするのは、日本放送協会は法

律によりましてできている機関でございまして、他の一般の政府の監督下にあるところの民間の

機関と若干趣きを異にしているのでございまするが、これは民間団体をそもそも改組してできた

ものでございまして、国の資本というようなものは一つも入つておらないのであります。従いま

して政府或いは国の資本によつてできておりまするところの国鉄でありますとか、或いは専売公

社というものと趣きを異にいたしておりまして、財政法或いは会計法というようなものの適用も

受けておらないのでございます。又この機関は御承知のように非常に文化的な色彩の強い機関で

ございまするし、又言論機関として成るべく国の統制は受けないようにという趣旨もございまし

て、政府の監督範囲も法律によつていろいろ除外されている。政府の監督自身も或る程度制肘を

受けているというような状態でございます。例えば放送法の第三條にありますところの番組の編

集の自由でありますとか、或いは收支予算につきましても、これは政府としましてはただ単に意

見書を付けて国会にお出しするというような状態でございます。その代りに、この日本放送協会

には国会の承認を得て任命されたところの経営委員会というものがございまして、全国各地各層

を代表してこの経営委員会が協会の経営に当りましては全責任を以て、最も公平に公共の福祉に

副うようにこの経営をやつて行くという責任を背負わされているのでございます。又その経営委

員会のきめましたことに対しましては、電波監理委員会はいろいろ検討いたしまするが、直接そ

の予算なり計画を修正するという権能は持つておらないことは只今申上げた次第であります。従

いましてその趣旨を考えまするならば、協会の中の個々の経営につきましては、成るべく協会に

自主性を持たしてやるというのがこの法律の趣旨ではないかと私どもは考えているのでございま

す。勿論最終的には国会の承認を得るのでございまするが、これは包括的なそういう考え方がい

いか悪いかということのいろいろな御審議をお願いしまして、若しも悪いということであります

るならば、その悪い点を是正いたしまして、改めて国会の趣旨に副うように経営委員会が考え直

すという行き方をとりたいものだと私どもは考えておるのであります。然らば先ほど御指摘にな

りましたように、国会の会期が切迫して、そういうような手続をとるのが間に合わない場合はど

うするかというような問題が起りまするが、この点に関しましては、第七国会におきましてこの

法案が上程されましたときに、いろいろ御質疑がございまして、当時の政府委員からは、そうい

うことはないように飽くまでこの国会の承認を得るように、而も又国会の御意思によつて改めて

考え直さなければならない場合には、そういう期間も十分あるように、この収支予算の提出はで

きるだけ早く、国会の開会されると間もなくこれをお出しするようにいたしますということも申

上げておる次第でございます。今年はいろいろな事情、殊に最初の収支予算でございましたので、

若干遅れましたが、今後は開会劈頭できるだけこういうものをお出しいたしまして、十分御審議

を願い、又御趣旨に副つて訂正もできるようにというふうに私どもは考えておるのでございます。

要するに私どもといたしましては、包括的な点に対しましては国会の御趣旨を体しまして個々の

問題につきましてはできるだけ協会の経営委員会の自主性に委ねたほうがよろしくはないかとい

うふうに考えておるのでございまして、先般委員長からも申上げましたように、できるだけ同意

不同意ということでお願いしたいということを申上げたのでありまするが、最初に申上げました

ように、ことは国会の手続、或いは議案処理の問題でございまして、国会の御決定によりまして、
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私どもはそれに従つて処理することにいささかも、異論はないのでございます。ただ国会におき

まして御決定される場合には、只今申上げました私どもの趣旨を十分お含み下さいまして、今収

支予算の御検討をお願いできれば非常に幸いと存ずる次第であります。 
 
 


